
研究班の成果物と、研究会の内容の公開、両立

支援に関する知見をまとめるために、ホームペー

ジの内容の充実化をはかった。 

URL：

http://www.med.kitasato-u.ac.jp/~publichealt

h/bs/ 

 本ホームページに対しては、当事者や関係者か

ら、単に研究班の研究成果の情報発信にとどまら

ず、両立支援を進める上での課題の解決に資する

ような収集した事例の公表や、既存の研究をより

使いやすいように情報整理をする役割も期待され

た。 

 フェイスブックを通じて定期的に情報提供する

ことにより、より多くの方々にアクセスをしても

らうように努めた。 

 

（令和元年度） 
１． インターネット調査による経営者に関心を持

ってもらえるような治療と仕事の両立支援に関す

る情報収集という点から離職意思と上司部下のコ

ミュニケーションに着目した両立支援が必要な状

況、両立支援への職場の姿勢及び両立支援に必要

な行動と労働者の離職意思との関係の検討 

 楽天インサイト株式会社の登録モニター中

130,000 名から回答を得た。そのうち、仕事をし

ていた者は、108,950名（83.8％）であった。そ

のうち、「あなたは、今、がん、脳卒中、心臓病、

糖尿病、肝炎、膠原病、神経難病など、反復・継

続して治療が必要で、短期で治癒しない疾病や障

害を抱えていますか。」に「はい」と回答した割合

は、12,783名（11.7％）であった。疾患群別では、

内分泌、栄養および代謝疾患（糖尿病を含む）が

最も多く（29.9%）、次に循環器疾患（高血圧を含

む）（17.2%）、精神及び行動の障害（9.4%）が続い

た。（表 20） 

 設問「あなたは、今、適切な治療を受けながら、

仕事を継続するにあたって、会社から何かしらの

支援が必要ですか。」に「はい」と回答した割合は、

3,843名（3.5%）であった（表 21）。 

 その中から、両立支援が必要な者 1,200 名、両

立支援を必要としない者 1,200名に対して調査を

行った。各群間の属性および指標の比較を表 22に

示す。両立支援が必要な者と、両立支援の不要な

者の比較において、上司のリーダーシップの課題

達成機能は、両立支援が不要な者が有意に高く、

同僚の支援は、両立支援が必要な者が有意に高か

った。（表 22） 

 「あなたは、ご自身の病気のことを会社（上司

や人事、産業医、経営者など）に報告しています

か」という問いに対して、「報告している」者と「報

告していない」者での指標の比較において、離職

意思、集団維持機能、コントロール、上司の支援

は、「報告している」者が、「報告していない」者

よりも有意に高く、LMXと課題達成機能は「報告

していない」者が「報告している者」よりも有意

に高かった。「あなたは、会社や職場に対して、治

療と職業生活の両立（治療をしながら仕事を続け

ること）への支援を申し出ていますか」という問

いに対して、「申し出ている」者と「申し出ていな

い」者での指標の比較を行ったところ、離職意思、

集団維持機能、上司の支援については「申し出て

いる」者が「申し出ていない」者よりも有意に高

く、LMXについては「申し出ていない」者が、「申

し出ている」者よりも有意に高かった（表 23）。 

 

２．研究会の開催 

当日の参加者は 60名であった。アンケートは

32名から回収した。満足度については、満足が 28

名（87.5%）、どちらかと言えば満足が 4名（12.5%）

であった。テーマを「経営者に響く治療と仕事の

両立支援とは」とした今回の研究会への参加によ

り、参加者からは、経営課題として両立支援を経

営者に説明できる支援者のスキル、そのための好

事例の収集の必要性などが課題として挙げられた。

また、支援者として最前線で支援を行う中で、段

取り、環境整備に手間がかかることも挙げられて

いた。 

 今回の研究会の報告内容を情報共有するための

報告書を作成した。 

 

３．北里大学病院内での就労支援外来の開設と患

者向け就労支援セミナーの定期開催 

 北里大学病院では、2018 年 4月から、がん相談

支援センターに、「両立支援コーディネーター」の

研修を受講した相談支援員（ソーシャルワーカー)

を専任で配置し、就労支援専任のソーシャルワー

カーを中心に兼任ソーシャルワーカー、看護師（が

ん看護専門看護師）、就労支援担当医師からなる就

労支援チームを立ち上げた。就労支援チームの支

援対象は、疾患を限定せずに、就労に関して何か

しらの支援を必要とする全ての患者とした。就労

支援担当医師は、企業で 10年以上の産業医経験が

あり、日本産業衛生学会指導医を有する者を選任

した。就労支援担当医師の主たる業務は、面談に

よる企業に対して情報提供を行う主治医意見書作

成のための情報収集と主治医意見書のドラフト版

の作成とした。作成した主治医意見書のドラフト

版は、最終的に主治医の承認を得て、患者を通じ

て事業所に提出された。 

 患者向けセミナーを 7/23（火）、8/27（火）、11/2

（土）、1/8（水）の計４回開催した。１回当たり

の時間は 1.5時間とした。内容は、講演が 50分程
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度、その後、意見交換会とした。セミナーには、

医療ソーシャルワーカーと看護師も参加し、出席

者からの質問に回答して情報提供に努めた。参加

者は、当事者だけではなく、家族、支援者、当事

者勤務する会社の人事担当者も参加した。出席者

の中で、一部は、就労支援外来につながった。 

 

４．研究班ホームページの充実 

研究班の成果物と、研究会の内容の公開、両立

支援に関する知見をまとめるために、ホームペー

ジの内容の充実化をはかった。 

URL：

http://www.med.kitasato-u.ac.jp/~publichealt

h/bs/ 

 本ホームページに対しては、当事者や関係者か

ら、単に研究班の研究成果の情報発信にとどまら

ず、両立支援を進める上での課題の解決に資する

ような収集した事例の公表や、既存の研究をより

使いやすいように情報整理をする役割も期待され

た。 

 フェイスブックを通じて定期的に情報提供する

ことにより、より多くの方々にアクセスをしても

らうように努めた。 
 
Ｄ．考察 
（平成 29 年度） 
１．治療と仕事の両立支援の現状の把握のための

インターネット調査 
インターネット調査の実施により、両立支援が

必要な労働者の現状や、両立支援に関する体制整

備の状況について把握することが、料理写し円が

必要な労働者が、適切な支援を受けられていない、

主治医と仕事についての情報交換ができないいな

いこと、社内の体制整備が不十分であることが明

らかになった。 
今後は、収集したデータをもとに、より詳細な

分析を行う予定である。事業所規模別や産業別の

データなどについては、平成 30 年度にパンフレッ

トを改訂する際に、反映させることも検討する。 
結果の解釈にあたっては、インターネット調査

には、対象者についてのバイアスがあることには

留意する。 
 
２．パンフレットの作成 

今年度は、医療機関で就労に関する相談を行っ

た当事者を抱えた勤務先の経営者や人事担当者

（主に中小企業を想定）が何をすれば良いのかを

示した 2種類のパンフレットを作成した。平成 30

年度は、このパンフレットを、神奈川両立支援モ

デルの枠組みなどを活用して、実際に試行する。

そのうえで、関係者からフィードバックを収集し

て、さらにインターネット調査で得られた知見を

加えて、より使い勝手の良いもの、中小企業の経

営者や人事担当者が、両立支援に前向きに取り組

めるようににブラッシュアップしていく予定であ

る。 
 
３．研究会の開催 
今年度実施した第 1 回目の研究会では、当事者、

関係者から幅広い意見を収集することが出来た。

また、参加者からも一定の評価を得ることができ

たと考えている。今年度の研究会で得らえれた意

見と、今後の調査研究の進捗を踏まえて、テーマ

を検討して、関係者からの幅広い意見を収集でき

るように平成 30 年度も開催予定である。 
 
４．北里大学病院内での両立支援体制の構築支援 
４－１．トータルサポートセンターとの協力体制

の構築 
 今年度は、トータルサポートセンターとの協力

体制を構築した。このような協力体制を構築する

ことにより、本研究班で得られた知見や、開発し

た成果物、活動評価指標などを試行する場を作る

ことが出来た。次年度は、研究者自らが、産業衛

生専門医として、トータルサポートセンターの看

護師や、医療ソーシャルワーカーと協力して就労

支援のケースへの対応にあたりながら、自分たち

が作成したパンフレットを試行していく予定であ

る。また、そこでの経験を踏まえて、現場に必要

な情報を収集し、情報提供が必要なことについて

は、研修会などを開催していく予定である。 
 
４－２．院内向けの両立支援に関するセミナーの

開催 
今年度は、2 回のセミナーを開催することで、

院内においては、両立支援に関する情報提供につ

いて、一定の効果があったのではないかと考えら

れた。この結果を踏まえて、平成 30 年度の、がん

については、就労に関する主治医の意見書が保険

収載された。こういった動きを踏まえて、平成 30
年度は様々な動きが出てくることが予想されるこ

とから、院内にとどまらず、就労支援に関心のあ

る地域の看護師や医療ソーシャルワーカーとも連

携して事例検討会なども行っていく予定である。 
 
５．ホームページの開設 
治療と仕事の両立支援に関しては、多くの情報が

あることから、本研究班の活動報告だけではなく、

両立支援についての情報を整理することも必要に

なってくると考えられる。今後、厚生労働省や労

働者健康安全機構が治療と仕事の両立支援に関す

るポータルサイトを立ち上げる予定であることか
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ら、次年度は、それらを補完できるようなホーム

ページの構築を行う予定である。 
 
（平成 30 年度） 
１．衛生管理者や社会保険労務士へのインタビュ

ー調査による事例の収集 

社会保険労務士が対応した事例に基づいて、中

小企業に勤務する網膜色素変性症の患者の好事例

を作成した。ここで作成したマンガを、次年度で

は、モデルケースで使用して、中小企業における

両立支援の事例の蓄積を行っていきたい。 

衛生管理者については、まだまだ事例の蓄積が

なされていないことは示唆された。常勤の産業保

健スタッフがいない事業所では、衛生管理者の役

割が重要になってくると考えられることから、衛

生管理者が両立支援に関する知識を習得して、ス

キルアップする場が重要であろう。引き続き、事

例の収集に努めていきたい。 

 

２．研究会の開催 

今年度実施した第２回目の研究会では、当事者、

関係者から幅広い意見を収集することが出来た。

収集するされた意見は、昨年度と変わりはないが、

参加者数が 50%ほど増加したこと、特に社会保険

労務士の参加者が増加したことから、関心は高ま

っていると考えられた。一方で、中小企業で両立

支援を進まないという課題については、この 1年

間ではあまり変化はない印象であった。 

アンケートの結果から、講演会の内容について、

参加者からも一定の評価を得ることができたと考

えている。 

 

４．北里大学病院内での両立支援体制の構築支援 

４－１．トータルサポートセンターとの協力体制

の構築 

 今年度は、昨年度構築したトータルサポートセ

ンターで、患者さんの就労に関する相談にのり、

勤務先向けに意見書を作成することをサポートす

るための就労支援担当医師として、10例に対して

対応した。全てがん患者さんへの対応であり、そ

のうち 4例で療養・就労両立支援指導料の算定で

きた。 

 面談をする中で、一度面談をしたのちに、会社

と相談したうえで、その後の対応が不要のケース

が 5例ほどあった。5例とも、うまく復職ができ

ていた。患者さんにとっては、就労支援担当医師

との面談が、主治医以外の第三者に対して、仕事

の面から現在の自分の状況を振り返る機会となり、

その結果、勤務先に対して自分の状況をうまく説

明できることができたのではないかと感じている。 

 復職を希望される患者さんの中には、復職する

気力はあるが、体力が戻っていない方もいた。患

者さん側が復職の準備ができない状態で、勤務先

との面談をしてしまい、復職に対して、勤務先が

不安に思うケースもあるのではないかと考えられ

た。こういった問題意識に立ち、面談前の準備状

態を高めるための院内のセミナーの開催を企画し

て、今年度中に実施予定である。 

 分担研究者も参加している神奈川両立支援連絡

会の場を活用して、当院での経験を共有し、他の

参加者と意見交換を行うことを通じて、次年度は

神奈川産業保健総合支援センターとの連携につい

ても取り組みたいと考えている。 

 

４－２．院内向けの両立支援に関するセミナーの

開催 

今年度は、3回のセミナーを開催することで、

院内においては、両立支援に関する情報提供につ

いて、一定の効果があったのではないかと考えら

れた。また、セミナーの内容は報告書を作成して、

研究班のホームページに掲載することで、情報共

有と情報発信を行った。この結果を踏まえて、こ

の 2年間の活動を踏まえて、次年度も、院内にと

どまらず、就労支援に関心のある地域の看護師や

医療ソーシャルワーカーとも連携して事例検討会

なども行っていく予定である。 

 

５．研究班ホームページの充実 

治療と仕事の両立支援に関しては、多くの情報が

あることから、本研究班の活動報告だけではなく、

両立支援についての情報を整理することも必要に

なってくると考えられる。今後、厚生労働省や労

働者健康安全機構が治療と仕事の両立支援に関す

るポータルサイトを立ち上げる予定であることか

ら、次年度は、それらを補完できるようなホーム

ページの構築を行う予定である。 
 
（令和元年度） 
１．インターネット調査による経営者に関心を持

ってもらえるような治療と仕事の両立支援に関す

る情報収集という点から離職意思と上司部下のコ

ミュニケーションに着目した両立支援が必要な状

況、両立支援への職場の姿勢及び両立支援に必要

な行動と労働者の離職意思との関係の検討 

 20歳から 64歳を対象とした本調査において、

働いている者の中で、病気や障害を抱えている者

の割合は 11.7%（このうち疾患を悪性新生物と回

答した者は 5.5%で、全体に対しては 0.64%となる）、

更に、支援を必要としている者の割合は 3.5%であ

った。平成 22年国民生活基礎調査に基づく推計で

は、仕事を持ちながらがんで通院している者の数
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は 32.5 万人で、平成 22年労働力人口 6,590万人

と比較すると約 0.5%であったことから、大きく乖

離はしていなかった。 

 上司のリーダシップスタイルの中で、上司の課

題達成機能については、両立支援を必要としてい

ない者が、両立支援を必要としている者よりも高

く回答していた。この理由としてはいくつか考え

られる。一つ目は、課題達成機能が高い上司は、

働き方に制約のある両立支援が必要な労働者を部

下として持つことを避ける傾向にあるかもしれな

い。二つ目は、両立支援が必要な労働者に対して

は、上司が配慮して、課題達成のハードルを下げ

ているかもしれない。 

 同僚の支援は、両立支援を必要としている労働

者の方が、両立支援を必要としていない労働者よ

りも高かった。両立支援を必要としている労働者

は、同僚から支援を受けることが多いことが影響

していると考えられた。 

 両立支援が必要な者のみを対象とした場合、「あ

なたは、ご自身が受けている両立支援について、

定期的に会社と話し合えていますか」「会社は、あ

なたが両立支援を受けることに協力的ですか」と

いう問いに対して、肯定的に回答した者は、否定

的に回答した者と比較して、離職意思が有意に低

く、LMXが有意に高かった。このことは、両立支

援を進めることは、離職予防や、上司部下間のコ

ミュニケーションを促進することにつながる可能

性があり、経営者にとっても、両立支援を進める

インセンティブになり得る。 

 「あなたは、ご自身の病気のことを会社（上司

や人事、産業医、経営者など）に報告しています

か」「あなたは、会社や職場に対して、治療と職業

生活の両立（治療をしながら仕事を続けること）

への支援を申し出ていますか」という問いに対し

て、肯定的に回答した者は、否定的に回答した者

と比較して、離職意思が有意に低く、LMX が有意

に高かった。両立支援を進める上では、病気の報

告や、支援の申し出をしてもらう必要がある。そ

のような行動が生じやすい職場環境を醸成するこ

とは、離職予防や上司部下間のコミュニケーショ

ンの促進につながる可能性がある。 

 

２．研究会の開催 

 今年度実施した第３回目の研究会では、「経営者

に響く治療と仕事の両立支援とは」をテーマに開

催し、経営者、当事者、支援者、社会保険労務士

から幅広い意見を収集することで、引き続き、特

に中小企業において、経営者の理解を得ながら両

立支援を進めることの課題があることが分かった。

厚生労働省や各研究グループから多くの事例や研

究成果が出され、中小企業の経営者の両立支援へ

の関心や、経営課題として認識してもらう動きは

広がっているが、参加者から出されたコメントは、

まだまだ、情報提供の余地があることを示してい

ると考えられた。引き続き、当事者や支援者が会

するこのような研究会の場を通じて、意見収集、

交換をしていくことが必要であると考えられた。 

 アンケートの結果から、講演会の内容について、

参加者からも一定の評価を得ることができたと考

えられた。 

 

３．北里大学病院内での就労支援外来の開設と患

者向け就労支援セミナーの定期開催 

 就労支援担当医師が、主治医意見書のドラフト

を作成することにより、主治医には、主治医意見

書の作成に関する追加の負担がほとんど生じずに、

質の高い主治医意見書を患者に提供できた。就労

支援担当医師との面談が、患者が仕事という点か

ら自分の病気のことを見直すきっかけとなり、自

分の病気と仕事について整理ができ、会社に対し

て自分の状況をよりうまく説明できるようになり、

結果として、主治医意見書の作成は不要、という

ケースが多くみられた。患者の中には、心身の復

職の準備ができていないにも関わらず、復職を希

望する者が多くいることが分かり、より早期の就

労支援担当医師による面談が、早期の復職につな

がる可能性があると考えられた。 

 定期外来化して予約を取れるようになったこと

で、定期的にフォローするケースも出てきており、

当初は意見書を作成することが目的であったが、

復職準備性を高めるための相談対応などについて

もニーズがあることが分かった。 

 治療と仕事の両立に関するセミナーは毎回 3-4

名程度の参加者であった。当初は、当事者の参加

を想定していたが、家族、支援者、勤務先の人事

担当者など、参加もあり、一定のニーズがあるこ

とが確認できた。勤務先の人事担当者については、

セミナー後に、就労支援外来でも面談を行うこと

につながり、社内のリソースが限られている中小

企業や、大企業であっても知識や経験が十分では

ない担当者の場合など、このセミナーが両立支援

を円滑に進める機会となることが期待された。 

 

４．研究班ホームページの充実 

 研究班の成果物の公開や、フェイスブックを通

じた情報発信を通じて、周知を行った。フェイス

ブックのページへの「いいね」の数など一定の認

知を得ていると考えられた。今後も研究班の成果

物を更新に努めていきたい。 

 
Ｅ．結論 
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 3 年間の研究期間において、2 回のインターネッ

ト調査、3 回の研究会開催、北里大学病院におけ

る両立支援体制の構築、4 種類の成果物の作成（ハ

ンドブック、産業保健総合支援センター、社会保

険労務士、企業外労働衛生機関の活用）、研究班の

ホームページの作成、を行った。治療と仕事の両

立支援の実践に必要な資源の活用、中小企業の経

営者が両立支援を進めることにインセンティブを

感じられるようなデータや事例の提供、現場が抱

える課題の収集を通じて、両立支援を推進するこ

とに貢献した。本分担研究の成果をもとに、今後、

わが国においてさらに中小企業において両立支援

が進むことを期待したい。 
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表 1 調査対象者の属性 (n=1134)         

  n ( % ) 

性別           

  男性 567 ( 50.0 ) 

  女性 567 ( 50.0 ) 

年齢           

  18-29 76 ( 6.7 ) 

  30-39 219 ( 19.3 ) 

  40-49 359 ( 31.7 ) 

  50-59 377 ( 33.2 ) 

  60-65 103 ( 9.1 ) 

地域           

  北海道 59 ( 5.2 ) 

  東北地方 73 ( 6.4 ) 

  関東地方 396 ( 34.9 ) 

  中部地方 201 ( 17.7 ) 

  近畿地方 218 ( 19.2 ) 

  中国地方 52 ( 4.6 ) 

  四国地方 37 ( 3.3 ) 

  九州地方 98 ( 8.6 ) 

婚姻           

  未婚 541 ( 47.7 ) 

  既婚 593 ( 52.3 ) 

子どもの有無         

  有り 602 ( 53.1 ) 

  無し 532 ( 46.9 ) 

世帯年収           

  200万未満 40 ( 3.5 ) 

  200～400万未満 216 ( 19.0 ) 

  400～600万未満 248 ( 21.9 ) 

  600～800万未満 194 ( 17.1 ) 

  800～1000万未満 122 ( 10.8 ) 

  1000～1200万未満 67 ( 5.9 ) 

  1200～1500万未満 48 ( 4.2 ) 

  1500～2000万未満 27 ( 2.4 ) 

  2000 万円以上 17 ( 1.5 ) 

  わからない 64 ( 5.6 ) 
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  欠損値 91 ( 8.0 ) 

個人年収           

  200万未満 112 ( 9.9 ) 

  200～400万未満 395 ( 34.8 ) 

  400～600万未満 265 ( 23.4 ) 

  600～800万未満 134 ( 11.8 ) 

  800～1000万未満 57 ( 5.0 ) 

  1000～1200万未満 25 ( 2.2 ) 

  1200～1500万未満 12 ( 1.1 ) 

  1500～2000万未満 4 ( 0.4 ) 

  2000 万円以上 10 ( 0.9 ) 

  わからない 29 ( 2.6 ) 

  欠損値 91 ( 8.0 ) 

主たる生計維持者         

  はい 827 ( 72.9 ) 

  いいえ 307 ( 27.1 ) 

学歴           

  中学校卒業 14 ( 1.2 ) 

  高校中退・卒業 232 ( 20.5 ) 

  短大・高専・専門学校中退・卒業 258 ( 22.8 ) 

  大学中退・卒業 542 ( 47.8 ) 

  大学院中退・修了 87 ( 7.7 ) 

  その他 1 ( 0.1 ) 

雇用形態           

  経営者・役員  53 ( 4.7 ) 

  正規の職員・従業員 870 ( 76.7 ) 

  パート 36 ( 3.2 ) 

  アルバイト 13 ( 1.1 ) 

  労働者派遣事業所の派遣社員  33 ( 2.9 ) 

  契約社員 98 ( 8.6 ) 

  嘱託 21 ( 1.9 ) 

  その他 10 ( 0.9 ) 

職業           

  
管理職 (課長職以上の方はここをチ

ェックしてください) 
159 ( 14.0 ) 

  
専門職 (研究職，技師，コンピュー

ターエンジニア，医師，看護師，教
181 ( 16.0 ) 
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員など) 

  
技術者 (電気技術者，コンピュータ

ー技術者，栄養士など) 
75 ( 6.6 ) 

  
事務職 (一般事務員，経理，秘書，

パンチャーなど) 
427 ( 37.7 ) 

  
サービス (販売員，保安員，ウェイ

トレス，保育，介護者など) 
137 ( 12.1 ) 

  
技術を必要とする生産技能職 (建

築，機会修理，整備，手工芸など) 
39 ( 3.4 ) 

  
機械を操作する生産技能職 (機械の

運転・操作，自動車の運転など) 
32 ( 2.8 ) 

  
身体を使う作業の多い生産技能職 

(包装，出荷，清掃など) 
45 ( 4.0 ) 

  その他の仕事 39 ( 3.4 ) 

障害者雇用枠での雇用         

  そうだ 141 ( 12.4 ) 

  違う 993 ( 87.6 ) 

勤務先規模         

  10人未満 121 ( 10.7 ) 

  10-29 人 94 ( 8.3 ) 

  30-49 人 59 ( 5.2 ) 

  50-99 人 119 ( 10.5 ) 

  100-299人 155 ( 13.7 ) 

  300-999人 178 ( 15.7 ) 

  1000-4999人 160 ( 14.1 ) 

  5000 人以上 169 ( 14.9 ) 

  政府・官公庁・公務員・自治体 79 ( 7.0 ) 

勤務先の対応可能な制度         

  時差出勤 366 ( 32.3 ) 

  1日の所定労働時間を短縮 374 ( 33.0 ) 

  週又は月の所定労働時間等を短縮 198 ( 17.5 ) 

  
時間単位の休暇（年休時間付与を含

む） 
319 ( 28.1 ) 

  在宅勤務（テレワークを含む） 114 ( 10.1 ) 

  試し（ならし）出勤 182 ( 16.0 ) 

  傷病休暇・病気休暇（賃金補償あり） 479 ( 42.2 ) 
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  傷病休暇・病気休暇（賃金補償なし） 314 ( 27.7 ) 

  この中にあてはまるものはない 233 ( 20.5 ) 

勤務先の業種         

  農業，林業 1 ( 0.1 ) 

  漁業 0 ( 0.0 ) 

  鉱業，採石業，砂利採取業 2 ( 0.2 ) 

  建設業 73 ( 6.4 ) 

  製造業 201 ( 17.7 ) 

  電気・ガス・熱供給・水道業 17 ( 1.5 ) 

  情報通信業 55 ( 4.9 ) 

  運輸業，郵便業 46 ( 4.1 ) 

  卸売業，小売業 100 ( 8.8 ) 

  金融業，保険業 66 ( 5.8 ) 

  不動産業，物品賃貸業 34 ( 3.0 ) 

  学術研究，専門・技術サービス業 28 ( 2.5 ) 

  宿泊業，飲食サービス業 24 ( 2.1 ) 

  生活関連サービス業，娯楽業 6 ( 0.5 ) 

  教育，学習支援業 61 ( 5.4 ) 

  医療，福祉 152 ( 13.4 ) 

  複合サービス事業 20 ( 1.8 ) 

  サービス業（他に分類されないもの） 125 ( 11.0 ) 

  公務（他に分類されるものを除く） 91 ( 8.0 ) 

  その他 32 ( 2.8 ) 
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表 2．心理社会的要因の記述統計 

    男性(n=567)   女性(n=567) 

    平均 ( SD ) 
 
平均 ( SD ) 

仕事の要求度（JCQ) (12-48) 30.5 ( 6.5 ) 
 
31.5 ( 6.9 ) 

仕事のコントロール（JCQ) (24-96) 63.4 ( 11.1 ) 
 
62.0 ( 10.8 ) 

上司の支援（JCQ) (4-16) 10.2 ( 3.0 ) 
 
10.2 ( 3.1 ) 

同僚の支援（JCQ) (4-16) 10.4 ( 2.7 ) 
 
10.5 ( 2.8 ) 

手続き的公正 (1-5) 3.0 ( 0.9 ) 
 

3.0 ( 0.9 ) 

対人的公正 (1-5) 3.1 ( 1.0 ) 
 

3.1 ( 1.0 ) 

職場のソーシャルキャピタ

ル 
(6-24) 15.2 ( 4.3 ) 

 
15.5 ( 4.4 ) 

心理的安全風土尺度 (12-60) 33.2 ( 11.3 ) 
 
32.9 ( 11.4 ) 

心理的ストレス（k6） (0-24) 9.4 ( 6.6 )   9.9 ( 6.1 ) 

 

表 3．あなたは、ご自身の病気のことを

会社（上司や人事、産業医、経営者など）

に報告していますか。 

  n ( % ) 

報告している 867 ( 76.5 ) 

報告していない 267 ( 23.5 ) 

合計 1134 ( 100 ) 

 

表 4．報告していると回答した方にお

聞きします。誰に報告していますか。

【複数選択可】(n=867) 

  n ( % ) 

経営者 302 ( 34.8 ) 

上司 701 ( 80.9 ) 

同僚 423 ( 48.8 ) 

人事担当者  310 ( 35.8 ) 

産業医や産業

看護職などの

健康管理スタ

ッフ 

210 ( 24.2 ) 

その他 2 ( 0.2 ) 

 

 

 

 

 

 

－210－



表５． あなたは、会社や職場に対して、治

療と職業生活の両立（治療をしながら仕事

を続けること）への支援を申し出ています

か。(n=1134) 

  n ( % ) 

申し出ている 617 ( 54.4 ) 

申し出ていない 517 ( 45.6 ) 

 

表 6． あなたは、仕事を続け

るにあたり主治医に意見（書）

を求めていますか。(n=1134) 

  n ( % ) 

求めている 518 ( 45.7 ) 

求めてない 616 ( 54.3 ) 

 

表 7． あなたは、主治医に意見

（書）を求めるにあたり、業務

内容を記載した書面を主治医に

提出していますか。   (n=518)               

  n ( % ) 

している 246 ( 47.5 ) 

していない 272 ( 52.5 ) 

 

表 8． あなたは、主治医の意見書

を会社や職場に提出しています

か。   (n=518)                

  n ( % ) 

している 328 ( 63.3 ) 

していない 190 ( 36.7 ) 

 

表 9． あなたは、主治医からの意見書を

もとに、会社や職場と、治療と職業生活

の両立をするために、働き方について相

談や検討をしていますか。   (n=518)                

  n ( % ) 

している 375 ( 72.4 ) 

していない 143 ( 27.6 ) 

 

 

表 10． あなたは、主治医からの意見書をもとに、治療と職業生活の両立

をするために何らかの支援を受けていますか。。   (n=518)                
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  n ( % ) 

受けている 289 ( 55.8 ) 

受けていない 229 ( 44.2 ) 

 

表 11． あなたは、会社や職場で、下記の支援を受けていますか。   (n=1134)                

  

支

援  

あ

り 

      
 

必

要 
      

 

必要で  

ない 
      

  n ( % ) 
 

n ( % ) 
 

n ( % ) 

産業医や産業看護職

による事業所内での

健康管理 

238 ( 21.0 ) 
 
224 ( 19.8 ) 

 
672 ( 59.3 ) 

上司などによる定期

的な健康状態の確認 
232 ( 20.5 ) 

 
328 ( 28.9 ) 

 
574 ( 50.6 ) 

主治医・専門医と職

場担当者を交えた仕

事内容のチェック 

122 ( 10.8 ) 
 
290 ( 25.6 ) 

 
722 ( 63.7 ) 

職場内で必要な休憩

や疾患の自己管理が

できる場所の配慮 

198 ( 17.5 ) 
 
396 ( 34.9 ) 

 
540 ( 47.6 ) 

通院への配慮 456 ( 40.2 ) 
 
496 ( 43.7 ) 

 
182 ( 16.0 ) 

勤務時間中の服薬や

自己管理、治療等へ

の職場の配慮 

274 ( 24.2 ) 
 
386 ( 34.0 ) 

 
474 ( 41.8 ) 

能力的に無理のない

仕事への配置 
256 ( 22.6 ) 

 
450 ( 39.7 ) 

 
428 ( 37.7 ) 

仕事の内容や仕方の

個別的な調整や変更 
251 ( 22.1 ) 

 
437 ( 38.5 ) 

 
446 ( 39.3 ) 

労働時間や勤務時間

に関する環境整備 
280 ( 24.7 )   447 ( 39.4 )   407 ( 35.9 ) 

 

表 12． あなたは、ご自身が受けてい

る両立支援について、定期的に会社や

職場で話し合えていますか。  

(n=1134)                

  n ( % ) 

話し合えている 496 ( 43.7 ) 

話し合えていない 638 ( 56.3 ) 
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表 13． 会社や職場は、あなたが両立支

援を受けることに協力的ですか。  

(n=1134)                

  n ( % ) 

協力的である 720 ( 63.5 ) 

協力的でない 414 ( 36.5 ) 

 

表 14． あなたは、治療と職業生活の両立支援を受けるた

めに、産業医や保健師、看護師等の産業保健スタッフのサ

ポートを受けることが出来ますか。  (n=1134)                

  n ( % ) 

受けられる 427 ( 37.7 ) 

受けられない 226 ( 19.9 ) 

産業保健スタッフがいない 465 ( 41 ) 

その他 16 ( 1.4 ) 

 

表 15． あなたは、疾病や障害に対して必要な治療を受けられ

ない時がありますか。  (n=1134)                

  n ( % ) 

ない（いつも受けられている） 749 ( 66.0 ) 

ときどき受けられていない 311 ( 27.4 ) 

いつも受けられない 74 ( 6.5 ) 

 

表 16． 疾病や障害に対して必要な治療を受けられない理由は何

ですか。  【複数回答可】(n=385)                

  n ( % ) 

仕事を引き継げる人がいないから 172 ( 44.7 ) 

他の社員に迷惑がかかるから 200 ( 51.9 ) 

仕事量が多いから 122 ( 31.7 ) 

取引先に迷惑がかかるから 47 ( 12.2 ) 

上司が許可を出さないから 45 ( 11.7 ) 

経済的に受診する余裕がないから 82 ( 21.3 ) 

その他 16 ( 1.4 ) 

 

表 17． あなたの職場では、あなたより前に

も治療しながら仕事を続けている人がいまし

たか。  (n=1134)                

  n ( % ) 

いた 421 ( 37.1 ) 

いなかった 336 ( 29.6 ) 

分からない 377 ( 33.2 ) 
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表 18． あなたの会社や職場では、事業者が、

治療と職業生活の両立支援にあたっての基本方

針や具体的な対応方法等の事業所内ルールが作

成されていますか。  (n=1134)                

  n ( % ) 

作成されている 181 ( 16.0 ) 

作成されていない 597 ( 52.6 ) 

わからない 356 ( 31.4 ) 

 

表 19． あなたの会社や職場では、社内の研修

などで、治療と職業生活の両立支援について、

研修が行われていますか。  (n=1134)                

  n ( % ) 

行われている 114 ( 10.1 ) 

行われていない 803 ( 70.8 ) 

わからない 217 ( 19.1 ) 

 

－214－



表 20 スクリーニング対象者の疾患群 

疾患群 度数 ％ 

感染症 355 2.8% 

悪性新生物 708 5.5% 

良性新生物 82 0.6% 

血液疾患 424 3.3% 

内分泌，栄養及び代謝疾患 3824 29.9% 

精神及び行動の障害 1196 9.4% 

神経系の疾患 292 2.3% 

眼及び付属器の疾患 322 2.5% 

耳及び乳様突起の疾患 135 1.1% 

循環器疾患 2204 17.2% 

呼吸器系の疾患 684 5.4% 

消化器系の疾患 1063 8.3% 

皮膚及び皮下組織の疾患 238 1.9% 

筋骨格系及び結合組織の疾患 318 2.5% 

腎尿路生殖器系の疾患 470 3.7% 

妊娠，分娩及び産じょく 58 0.5% 

先天奇形，変形及び染色体異常 16 0.1% 

症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 19 0.1% 

損傷，中毒及びその他の外因の影響 110 0.9% 

その他 265 2.1% 

合計 12783 100.0% 

 

表 21 「あなたは、今、適切な治療を受けながら、仕事を継続するにあたって、会社から何かしらの

支援が必要ですか。」という設問に対する回答 

  度数 % 

はい 3843 30.1 

いいえ 8940 69.9 

合計 12783 100.0 
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「これからの治療と就業生活の両立支援を考える研究会」アンケート 

 

 本日は、本研究会にご参加頂きましてありがとうございました。 

 大変、お手数ではございますが、アンケートへのご協力をお願い致します。研究班と致しましては、

今後も、年に 1 回程度、当研究班の研究の成果のご報告と意見交換、および両立支援に関する情報  

提供のためにこのような研究会を継続してまいる予定です。本アンケートは、今後の研究会を更に  

充実させていくための、参考資料とさせて頂きたいと考えております。 

 皆様の、ご意見を宜しくお願い致します。 

 

問1 あなたのお仕事を教えてください（例：社会保険労務士、行政、保健師、医師など） 

（                      ） 

 

問２ 本日の研究会の全体的な満足度はいかがでしたか？ 

（  ）満足          （  ）どちらかといえば満足  

（  ）どちらかと言えば不満足 （  ）不満足 

 

問３ 本研究会に参加された動機をご記入下さい。 

 

問４ 本日の研究会に参加されて良かった点、気づきのあった点をご記入下さい。 

 

問５ 両立支援を行う上で皆さんが抱えられている課題や、期待される支援をご記入ください。 

 

問６ 今後、本研究会で取り上げて欲しいテーマや課題をご記入ください。 

 

以上です。ご協力ありがとうございました。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。 

「これからの治療と就業生活の両立支援を考える研究会」事務局
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表 24. 第 1回研究会で収集したアンケートから見えてきた課題 

支援側の情報へ共有…今日とても勉強になりましたが･･･まだまだ不十分です。 

障害者法定雇用率に障害手帳のない難病も雇用率に入れて欲しい 

患者さんや、企業の方が、実際に取り組む時に、困った時にすぐに相談できる体制 

どんな制度でも当事者の声が置き去りにされている点が問題点(課題点）また、声を

聞いたとしても、決まった団体だけでは問題を常日頃感じています。 

企業の受け入れ態勢の限界をどう超えていくか。障害者、患者さんのサポートを手厚

くした時の、他社員の間におきる不均衡の調整、難病の患者さんの新規就職の難しさ

（雇用率に反映されないこと、障害福祉サービスを受けることへの抵抗など） 

産業保健総合支援センターに配置された両立支援コーディネーターの役割に期待し

ておりますが、がんの疾患に対応できてて難病はできない現状を改善できるようにな

るとよいと考えます。 

情報源（相談先の情報）がわかりにくい。本日も広報活動のお話がありましたが・・・ 

関係機関が増えると日程調整の問題、責任の所在があいまいになるなど課題を感じま

す。（旗振り役は誰？そもそもの人員不足など） 

支援を望む人が声を上げ易い社内環境の作り方が課題と思っている。 

機関、窓口の複雑な部分を横断的に理解する必要性を感じます。 

そのような職場づくりのために、カミングＯＵＴする職場環境を調整していくことの

難しさは感じる。（人的問題、業務量の多さ） 

法定雇用率に入らない難病は企業での積極的な雇用が少ないこと、偏見（情報の少な

さ）⇒情報は周知、普及（個々によって症状が違うので把握が難しいこと） 

難病を持った労働者はいるが周囲の理解が低く、どのように進めていくかを悩みどこ

ろです。 

労働者が健康な時分からの啓発 

患者を目の前にした際の実際の指導内容 

情報の提供、共有について 

治療の見通し、具体的な病状、生活状況の説明が（患者・家族）きちんとできるよう

サポートが必要と思っています。 

患者会との連携 

他者に伝わりにくい疾病(uｃなど)や、本人が開示を拒むためにチーム内での業務調

整が困難な時。(今日の内容にもありましたが） 主治医が意見書を書いてくれない、

しぶることが多い。↑雇用時の配慮などを確認したいのですが・・・ 

産業保健職がいない事業所はどのような対応をしたらよいか。就業中に障害(疾患）

となり、復職はＯＫだが、同様の給与を出せない（ｒｏｌｌ ｃｈenｇｅしたため）

一気に下げれない→辞める(辞めてもらう）ことになる 

中小企業に向けた取り組み、産業保健職への支援ツールや研修 

会社側の困り感 
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両立支援の”実働部隊”にとして産業保健総合支援センターの体制充実を図ること。

（産業保健総合予防センター内の”両立支援チーム”の構築） 

"若年性認知症”を他疾病と同じ”支援の枠組み”の中に受け入れることの妥当性、

適当性 

小規模事業主のもと人事労務を担当しています。正直なところ人をひとり雇用し、続

けていくこと自体の大変さを感じており、治療が必要な方に対し本当の意味での支援

ができているのかを考えたときに企業自体にその体力が（雇用継続/他へつなげるこ

と）ないと思います。現状、関係支援機関の利用も現実的ではないと思われます。 

支援者という窓口を通って現場（職場）に行く。（Ａ）  （Ａ）の連絡がうまくい

っていないケースがほとんどだと思います。 

余裕のない小企業さんにどう負担を少なく働ける環境づくりの支援をするか、病気の

方にどう情報を伝えるか 

一概には言えないと考えます。（たとえば法定雇用率制度は法定率を満たすためだけ

に雇用してテキトーな職場しか与えないケースも考えられ一長一短かと。） 

事業者の労務管理や経営に資する支援が必要だと考えています。その点の活動を期待

しております。応援しています。 

就業のための通勤についての援助について医療者やＰＴへの周知の方法 

事業主、経営者の理解 

現場へ現状を知ってもらう、理解してもらう事が課題。経営者の方にも来て欲しい→

ここが大切 

在宅就労のスキルアップができる環境の不足を感じます。eラーニングは一部の手帳

を有している人のみ、就労移行で在宅スキルにとりくめるところもごく一部。移動し

やすい制度、仕組み不足を感じるしだいです。移動し易いスキルアップの現状整備の

必要性とその支援が必要と思います。 
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表 25. 第 2回研究会で収集したアンケートから見えてきた課題 

ジョブ・コーチや両立支援に関する専門職等の活躍を期待したく思います。 

ハードを整える必要がある支援もあるかと思いますが、まずはできることから取り組む文化を作って

いくことに力を注ぎたいと思っています。その為に様々な職種間での連携が進むと良いと思います。 

中規模企業（７００人 赤字業種）で末期患者の両立支援をしたが、「最期だから（有限だから）」とい

うので無理がきいた。（その人のための職をかまえてもらった）慢性的に続く方の場合、会社に無理

がきかないのが大変である。 

企業では人事部門が考い。（業務が多い）障害者雇用に関しても対応するマンパワーもなく看ゴ職も

フィジカル～メンタルまで業務が多く日々忙しい。 

５０人未満の企業での対応 

企業・事業場内で実際に両立支援のしくみかくりを進める上で総合的な処方箋を示してくれる機関・

団体がない（少ない）こと、又は企業・事業場自らが総合的支援を指導する上でのガイダンスを作っ

てくれる総合的情報センターがない（少ない）こと←個人的には都道府県産業保健総合支援センタ

ーがになうベき（になえそこまでの機能の充実に至っていない。 

社会保険（健康保険・厚生年金保険）を更に有効に活用して欲しい。特に障害年金は働きながらでも

給付を受けられることを理解していたゞきたい。パーキンソン病や小脳脊ズイ変性委縮症のように治

らず徐々に機能が奪われている疾病には傷病手当金→障害年活用して長期にわたり支援できま

す。（支援してます） 

両立支援に取組む専門家のネットワークづくり。 

私は公認心理師として病院や児童養護施設で働こうと思っています。今日話を聞いて専門職の分業

やどの立場も課題が多いことなどなどとてもたくさん考えることがありました。まずは今の大学の勉

強を頑張ります。そしてもっと役に立てる人になりたいです。 

（障害年金は受給できていない）対応の情報がほしいです 

私の契約先企業の理解がまだまだうすい。 

従業員と会社側の対話。 

いろんな職種が力をあわせてチームで一人で一人をサポートする体制ができないかな？ 

両立支援に同和が．まだまだ広がっていないと感じます．とくに企業（中小）の関心は．低いと思って

います． 

企業内で．障害者雇用について．学ぶような機会を増やす．または取り組みをはじめてほしい。今回

のような．いろんな立場の人からの就労や両立支援についての意見をきくことができる機会をいただ

きありがとうございました。大変．勉強になりました。 

・ぜいたくな視点かとも思うが、現状働いていけているが、新しい仕事ややってみたい仕事があると

きに、病気をふまえつつチャレンジできるようになりたいと思っている。・ついていけない時に、職場を

変える方向にもっていくような支援を期待します。 

・会社の理解不足をどう説明し、配慮実践していくか。・産業医が積極的に進めてた「両立支援」の実

体験も役立つと思いました。 

やはり現場と研究内容との落差が大きい 

主治医の立場での就労支援は大変重要かと思います。そのような立場で支援されている先生のご
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意見も伺える機会があるとうれしいです。 

課題「個別のオーダメイド部分と、基本的な考え方や、普遍的な部分の切り分け、整理が出来てない

議論が多いこと。」と印象をもってます。 
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表 26. 第 3回研究会で収集したアンケートから見えてきた課題 

正しい中小企業における両立支援が今求められているように思います。実態は、人不足の状況

から運用上の配慮がなされているものの実態把握が十分なされていないのではと思います。 

本日のテーマにもある、中小企業の経営者を両立支援に引きつける引き出しの整理に取組んで

ますが、難かしいテーマです。 

・「パーソルチャレンジ」の事例のような、「超時短」「遠隔」でかつ体調管理困難者に理解

がありの勤務可能な事例がまだまだ数が足りない。・ＰＣやツールのマニュアル、スキルアッ

プに必要なセミナーなどが、遠隔で無料受けることができるものがない。患者の側から「病者

を雇うとこんなメリットが」とは言いにくい面が大きい。患者と企業の間に入って下さる「支

援者」とつながる必要性を改めて感じた。また、患者団体などが、様々な支援者をしっかり連

携していかないとも思った。 

若年性認知症のことを質問されていましたが、会社でどこまで安全配慮をすべきか？等々現在

大変困っております。 

産業医としてどのようにかかわっていくのか？ 

きめ細かな実際の段取りをとるのが困難と感じている。 

２０ｈ未満でしか働くことができない障害者の人の採用。在宅勤務の場合の社内情報流出のケ

ネンの問題。 

障害者への理解、不足 かたちだけ・数字だけの障害者雇用。ホワイト５００認定を受けても、

実際に書類上のホワイトで内情はブラックなので健常者でも働きにくい企業なので病気を抱

えたら、障害者と抱えた方が働きにくい 

両立支援が、福利厚生や、配慮ととらえている事、権利であり、もっとあたり前になってほし

い。病気ある人、ない人の間の公平な評価／休職中のリハビリ、スキルｕｐ 

多職種連携の向上。医療機関の専門職との関係づくりに難しさを感じている。 

中小企業の社長にどうやって伝えよう？？？このセミナー見てもらいたかったです。特に岡本

さんはじめ障がいのある方の声を。 

中途での疾患発病による復職への困難さが課題にあります。 

関連会社の特例子会社で雇用されている社員の対応。どこまで本社で介入してよいのか産業保

健職としての関わりに悩んでます。 

幅広い方にコンテンツ、情報を得られるようになればよいと感じました。 

以前から職場と連携して支援をすすめていた事例（難病）の方について社会対策支援開始にあ

たり、制約が増えることが判明したことから、支援の基準（制度）をすすめる場合は、事例性

優先することもあること、一律化は難しいと感じています。 

難病患者・障害者は一人一人違いますのでどの様に信頼関係をつくり支援していけるかなどあ

れば良いと思います。 

特に精神疾患を抱えている方の就労支援が難しさを感じています。 

人事制度見直しや仕事の切り分けを中小企業で行うのは、なかなか難しい状況を感じています 

支援のための具体的な制度、主に福祉系の知識ノウハウの取得 
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現在病気をクローズで働いている人がオープンに出来るしくみ（？）があればいいと思う。そ

れによってあきらめず働き続けることが出来る 
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近年の様々な病気に対する診断技術や治療方法の進歩は目覚ましく、以前で

あれば、長期間の治療に専念することが必要だったり、治療による副作用で体力

的に働くことができなくなったりして仕事を辞めざるを得なかったのが、IT化

が進んだことと合わせて、一定の配慮や工夫をすれば、治療を受けながら仕事を

続けられるようになってきました。その動きを後押しするために、厚生労働省か

らは、平成28年２月に「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイ

ドライン」が公表されました。

労働者が、治療を継続しながら働き続けるためには、企業内のノウハウだけで

は限界があります。そのため、企業内にある既存の資源の活用だけではなく、企

業外の資源である、主治医や社会保険労務士、産業保健総合支援センター、障害

者職業センターなどを活用することがポイントになります。特に、社内の資源に

限りがある中小企業においては、連携が特に重要になります。

この冊子は、平成26年度厚生労働科学研究費補助金（政策科学総合研究事業）

（H26-政策-若手-013）「職域における中途障害者の実態調査とそれに基づく関係

者間の望ましい連携のあり方に関する研究（研究代表者　江口尚）」の助成に

よって作成された「産業保健職・人事担当者向け　難病に罹患した従業員の就労

支援ハンドブック」を、難病に限らず、治療と職業生活の両立支援が必要な疾患

全般に活用していただけるように、対象者を中小企業の経営者や人事担当者と

して、改訂したものです。各企業において、本ハンドブックが治療しながら働く

一人でも多くの労働者の就労継続の一助となれば幸いです。

目 次

治療を受けながら働く

労働者に関する現状

就労に影響する

代表的な症状と対応方法

Ⅰ

Ⅱ

治療と仕事の両立支援を

円滑にすすめるためのポイント
Ⅲ

合理的配慮について知っておきましょう

両立支援に関係する

機関・職種一覧

Ⅳ

具体的な対応方法Ⅴ

情報収集・相談Ⅵ

… P.3

… P.5

… P.7

… P.9

… P.11

… P.13

は じ め に
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※１　平成28年度衛生行政報告例　特定医療費（指定難病）受給者証所持者数

［図２　働き方の制約の原因別一緒に働いた経験の有無］

全国の一般労働者3,710名を対象としたインターネット調査
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［図1　性別特定疾患医療受給者証の所持者数］
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2013年診断年全罹患者数 ： 862,452人
20～64歳 ： 250,172人　全体の29%
20～69歳 ： 369,956人　全体の43%

治療を受けながら働く労働者の数は増加しています

労働者に関する現状
治療を受けながら働く

治療を受けながら働く労働者の数は増加傾向にあります。
病気のことを安心して伝えられる職場環境の醸成が重要です。

一緒に

考えよう

　がん患者の約3人に1人は就労可能年齢で罹患しています。また、20-69歳でがん
に罹患する人は、がん罹患者の全体の43％を占めています。厚生労働省の推計では、
がんの治療のため、仕事を持ちながら通院している者は32.5万人います。難病患者
は、2016年度末現在で約100万人と年々増加しており、そのうち20-69歳の人が
64%を占めています。疾患別では「潰瘍性大腸炎」が最も多く、次いで「パーキンソン
病」、「全身性エリテマトーデス」の順となっています※1。難病の中には、聞きなれない
難しい病名が多いですが、決して働けない不治の病ではなく、がんと同様に、多くの
難病は一定の配慮があれば、働くことができます。インターネットの情報ではなく、
主治医の意見に基づいた対応が重要です。

病気のことを伝えやすい職場環境を
　職場には、病気に限らず、介護や育児などいろいろな原因で働き方に制約がある
労働者がいます。がんや難病の治療を受けながら就労している労働者と働いたこと
のある労働者は、まだ10%以下です（図2）。難病患者を対象とした調査では、職場に対
して病気や障害のことを伝えていない難病患者は約30％、さらに、職場に必要な環
境整備を求めていない難病患者は約55％となっています。難病に限らず、がんを含
めて、まだまだ病気のことを職場に伝えづらいと考えている両立支援が必要な労働
者が潜在化していると考えられます。日頃から、人事担当者や上司は、難病患者が安
心して病気のことを相談できるような職場環境をつくりましょう。

COLUMN

01

02

本人の求めに応じて、主治医から事業者に対して提供される両立支援の検討に必要な情報が記載され
た書類のことです。両立支援の検討に必要な情報として、事業場における治療と職業生活の両立支援の
ためのガイドラインには下記の情報が記載されています。

ア 症状、治療の状況
・現在の症状　・入院や通院治療の必要性とその期間 　
・治療の内容、スケジュール　・通勤や業務遂行に影響を及ぼしうる症状や副作用の有無とその内容

イ 退院後又は通院治療中の就業継続の可否に関する意見
ウ 望ましい就業上の措置に関する意見（避けるべき作業、時間外労働の可否、出張の可否等）
エ その他配慮が必要な事項に関する意見（通院時間の確保や休憩場所の確保等）

主治医からこのような意見書が届いた場合には、どうしてもできないことに関心が向きがちです。そう
ではなくて、事業主や人事担当者は、「何ができるのか」に関心を持って、対応することが大切です。

就労に関する意見書 ～できることに着目しましょう～

Ⅰ

治療を受けながら働く労働者の数は増加しています

治療を受けながら働く労働者の数は増加傾向にあります。
病気のことを安心して伝えられる職場環境の醸成が重要です。

一緒に

考えよう
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調子は

どうですか？

ほ
ん
と
は
ツ
ラ
イ…

大
丈
夫
で
す
！

調子は

どうですか？

病気の症状は、病気によって異なる上に、程度には個人差があり、
さらに、外からは判断しにくいものです。

話を聞くことで、「本人のつらさ」を理解することが大切です。

　それぞれの疾患によって、症状や障害は異なります。例えば、がんであれば、抗が
ん剤による治療の副作用として、疲れやすさ、だるさや、吐き気や嘔吐、下痢のよう
な消化器症状が代表的です。脳血管疾患であれば、運動機能の低下や手足の麻痺な
どの目に見える障害のほか、記憶力の低下や注意力の低下などの高次機能障害があ
ります。潰瘍性大腸炎であれば、下痢や血便、腹痛などの消化器症状が代表的です。
　多くの疾患に共通する症状は、外見からはわかりません。そのため、上司や同僚か
ら「本人の辛さ」が理解されづらく、我慢して無理して勤務をしてしまいがちです。
その結果、勤怠が乱れてしまうこともあります。また、症状の変動が大きいため、突
然欠勤することもあります。産業保健職は、健康診断の結果への病名の記載等で、何
かしらの疾患を有していることがわかった場合には、一度面談をして、体調や症状
を確認し、無理をしているようであれば、産業保健職の立場から上司や人事担当者
に相談をして、適切な就業上の配慮が受けられるようにアドバイスをしてみてくだ
さい。また、上司や人事担当者は、病気を抱えた従業員に対しては、本人からの申し
出を待つのではなく、自分から調子を尋ねるように心がけましょう。

就労に影響する代表的な症状

全身的な疲れやすさ、だるさや体力の低下
関節リウマチや筋炎、血管炎などの免疫系の病気や、心不全などの循環器系の病気、慢性

閉塞性肺疾患などの呼吸器系の病気など、色々な病気の症状に見られます。
がんは、それ自体が身体の変化を引き起こし、それが極度の疲労感となることがありま

す。疲労感は抗がん剤の副作用の代表的なものでもあります。
全身倦怠感は、メンタルヘルス不調の症状としても出現します。仕事と治療の両立は、本

人にもストレスがかかり、メンタルヘルス不調に陥る方もいます。また、色々な病気に診断
されたことそのものも大きなストレスです。疲れやすさを訴えてくる方には、メンタルヘ
ルスの点からもフォローが必要でしょう。
消耗性疾患の場合には、体重が減少する、筋力が低下することにより、体力が低下して疲

れやすくなります。

集中力や活力の低下
病気そのものによって出現することもありますが、倦怠感や痛み、発熱などの二次的な

影響で生じることもあります。集中力や活力は、個人差が大きいので、以前の本人の状況と
比較をすることが重要です。
倦怠感と同様に、集中力や活力の低下は、メンタルヘルス不調の症状としても出現しま

すので、病気そのもの状態へのフォローだけではなく、メンタルヘルスの点からもフォ
ローが必要でしょう。

全身や局所の慢性的な痛み
関節リウマチや血管炎、筋炎、線維筋痛症などの病気で出現します。症状の出方も、慢性

的に痛みを有する場合もあれば、環境の変化やストレスにより症状が出現する場合もあり
ます。また、痛みは睡眠障害の原因にもなりますので、二次的に不眠につながることもあり
ます。

症状全般の大きな変動
疾患によっては、これらの症状が、突然、なんの前触れもなく、出現することがあります。

そのため、前日までは元気に仕事をしていたのに、朝になって、突然、欠勤の連絡が入ると
いうことがあり得ます。また、一度、不安定になると、しばらく症状が不安定な状況が続く
ということもあります。症状が不安定になったらできるだけ早めに本人と相談をして、勤
怠が不安定になることを見越して、仕事の状況を把握して、対応できるようにしていると
いいでしょう。

全身的な疲れやすさや体力の低下

全身や関節などの局所の痛み

集中力や活力の低下

症状全般の大きな変動

代表的な症状と対応方法
就労に影響するⅡ
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全身的な疲れやすさや体力の低下

全身や関節などの局所の痛み
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その結果、勤怠が乱れてしまうこともあります。また、症状の変動が大きいため、突
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に相談をして、適切な就業上の配慮が受けられるようにアドバイスをしてみてくだ
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されたことそのものも大きなストレスです。疲れやすさを訴えてくる方には、メンタルヘ
ルスの点からもフォローが必要でしょう。
消耗性疾患の場合には、体重が減少する、筋力が低下することにより、体力が低下して疲

れやすくなります。

集中力や活力の低下
病気そのものによって出現することもありますが、倦怠感や痛み、発熱などの二次的な

影響で生じることもあります。集中力や活力は、個人差が大きいので、以前の本人の状況と
比較をすることが重要です。
倦怠感と同様に、集中力や活力の低下は、メンタルヘルス不調の症状としても出現しま

すので、病気そのもの状態へのフォローだけではなく、メンタルヘルスの点からもフォ
ローが必要でしょう。

全身や局所の慢性的な痛み
関節リウマチや血管炎、筋炎、線維筋痛症などの病気で出現します。症状の出方も、慢性

的に痛みを有する場合もあれば、環境の変化やストレスにより症状が出現する場合もあり
ます。また、痛みは睡眠障害の原因にもなりますので、二次的に不眠につながることもあり
ます。

症状全般の大きな変動
疾患によっては、これらの症状が、突然、なんの前触れもなく、出現することがあります。

そのため、前日までは元気に仕事をしていたのに、朝になって、突然、欠勤の連絡が入ると
いうことがあり得ます。また、一度、不安定になると、しばらく症状が不安定な状況が続く
ということもあります。症状が不安定になったらできるだけ早めに本人と相談をして、勤
怠が不安定になることを見越して、仕事の状況を把握して、対応できるようにしていると
いいでしょう。
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話し合いを

しよう

定期的に

話し合いを

しよう

治療と仕事の両立支援を円滑に進める上で、
産業保健職、人事担当者、上司の協力が不可欠です。
そのためのポイントはどのようなものでしょうか？

　治療と仕事の両立支援を円滑に行うためには、産業保健職、人事担当者、上司の協
力が不可欠です。そのためのポイントを健康面、仕事面、本人希望の面からまとめま
した。企業ごとに、産業保健職、人事担当者、上司の役割は異なると思いますので、誰
がどの役割を担うのか、本人も交えて、このポイントを参考に定期的な話し合いの
場を持ちましょう。

健康面について01

通院の状況についての情報共有ができている
point

01

日常のセルフケア（服薬を含む）の状況についての情報

共有ができている

体調の変化が起こりやすい時期や状況について情報共

有ができている

急な体調不良時必要な配慮を整理するためには、定期的な通院の頻度や服
薬の状況、副作用などの情報を共有することが大切です。また、これまでの
経験などを基に、体調不良が起こりやすい時期や状況を確認しておくとよ
いでしょう。

キャリア・アップのための研修制度が整っている
point

02主治医との情報共有ができている
point

04

point

02

point

03

仕事上の職務要求（作業手順や一連続作業時間）が明確

化されている

仕事上必要となる実務指導体制や研修制度が整って

いる

生産性高く職務を遂行するためには、疾患の有無にかかわらず、本人の職
務能力と職務要求のバランスを整えることが重要です。そのためには、仕
事の職務要求を明確にし、その職務要求に応えるためのマニュアルや指導
体制（OJTを含む）、研修制度を整えることが求められます。特に納期管理
のバッファ（時間的余裕）などを明確にしておくと、急な体調不良時に備え
ることができます。また繁忙期などの職務要求が高まる職場では、その際
の業務支援体制などの整備を進め、見通しのある働き方ができるようにな
ります。両立支援をサポートする同僚の負担ができるだけ生じないよう
に、体制を整備するように心がけましょう。

point

01

繁忙期や業務が集中する時期の業務支援体制が整って

いる

point

03

point

02

就労に関する希望や改善提案などを定期的に確認する

体制が整っている

どのような仕事をしたいのか、まずは本人の希望を確認しましょう。そのう
えで、今後の病状の見通しを踏まえて、どのようなキャリアを構築していく
か、一緒に考えましょう。
本人のできないことに着目するのではなく、できることに着目しましょう。

本人が抱いている希望を上司が聞いたり、改善提案などの主体的な取り組
みを促したりことは、就労に対する意欲を高めます。就労に対する意欲を高
めることにより、本人が持っている職務遂行能力を最大限に引き出すこと
ができます。また、キャリア・アップの道筋を示すことで、就労継続に対する
モチベーションにつながります。

point

01

仕事面について02

本人の希望について03

円滑にすすめるためのポイント
治療と仕事の両立支援をⅢ
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通院の状況についての情報共有ができている
point

01

日常のセルフケア（服薬を含む）の状況についての情報

共有ができている

体調の変化が起こりやすい時期や状況について情報共

有ができている

急な体調不良時必要な配慮を整理するためには、定期的な通院の頻度や服
薬の状況、副作用などの情報を共有することが大切です。また、これまでの
経験などを基に、体調不良が起こりやすい時期や状況を確認しておくとよ
いでしょう。

キャリア・アップのための研修制度が整っている
point

02主治医との情報共有ができている
point

04

point

02

point

03

仕事上の職務要求（作業手順や一連続作業時間）が明確

化されている
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事の職務要求を明確にし、その職務要求に応えるためのマニュアルや指導
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のバッファ（時間的余裕）などを明確にしておくと、急な体調不良時に備え
ることができます。また繁忙期などの職務要求が高まる職場では、その際
の業務支援体制などの整備を進め、見通しのある働き方ができるようにな
ります。両立支援をサポートする同僚の負担ができるだけ生じないよう
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えで、今後の病状の見通しを踏まえて、どのようなキャリアを構築していく
か、一緒に考えましょう。
本人のできないことに着目するのではなく、できることに着目しましょう。

本人が抱いている希望を上司が聞いたり、改善提案などの主体的な取り組
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COLUMN

合理的配慮について知っておきましょう
平成28年４月から

「合理的配慮指針」の運用が開始されています。
これらは、どのような内容なのでしょうか？

知って

おきましょう

Ⅳ

　合理的配慮の提供は、個々の障害者※1の障害の状態や、職場の状況に応じて提供さ
れるものです。したがって、合理的配慮の提供にあたっては、障害者と事業主がしっか
りと話し合った上で、障害者が働きやすい職場環境を作るために、事業主にとって「過
重な」負担にならないように配慮しつつ、双方が納得できる形で、どのような措置を講
ずるかを決定しましょう。

合理的配慮の提供をどのように行うか

※1　ここでの障害者とは、身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む）その他の心身の機能の障害
があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難
な方が該当します。障害者手帳等の有無は問いません。そのため、この対象には、何かしらの両立
支援が必要な者が含まれます。障害者差別解消法」の中では、“法が対象とする障害者は、いわゆる
障害者手帳の所持者に限られない”としており、様々な社会障壁によって障害がもたらされてい
る方も、合理的配慮の対象であると考えられています。

※2　http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/ 
koyou/shougaishakoyou/shougaisha_h25/index.html

合理的配慮とは？ ： 障害を持つ労働者が、障害でない労働者との均等な機会・待遇
の確保を得るために、障害者の有する能力の発揮に支障となっていることや、障害
の特性に対応して行われる必要な配慮のこと。 

障害者と事業主の話し合いの場を持ちましょう。A

　合理的配慮を実施する上での参考資料として、合理的配慮指針に基づいて具体的な
事例が掲載された事例集があります※2。難病に関する事例としては、「出退勤時刻・休
憩に関し、通院・体調に配慮すること」、「本人の負担の程度に応じ、業務量を調整する
こと」、「本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要な
配慮等を説明すること」などについての具体的な事例が掲載されています。地域障害
者職業センターも、具体的な相談に対応をしてくれます。地域障害者職業センターは、
多くの相談事例の蓄積があります。そのため、自社で行っている対応が、一般的に十分
なのか、不十分なのか評価得するためにも、相談することをお勧めします。

事例集や地域障害者職業センターを活用しましょう。B

　合理的配慮を行うには、患者本人、患者本人の体調を把握している産業保健職、社内
制度を理解している人事担当者、上司の間での定期的な情報交換が不可欠です。主治
医からの治療の情報も不可欠でしょう。一度は、産業保健職や衛生管理者、人事担当者
が、受診に同行するということも検討し、主治医と顔の見える関係を構築しておくと
よいでしょう。同行する際には、事前に、患者本人を通じて、主治医の承諾をとりま
しょう。このように、関係者が協力して対応することが大切です。

関係者間で定期的な情報交換を行いましょう。C

　現在の職場の雰囲気が、当事者が自分の病気のことを申し出がしやすいかどうか、今
一度振り返ってみましょう。当事者が自分の病気のことを申し出がしやすい職場風土
を醸成するためには、一緒に働く同僚の協力的な姿勢が不可欠です。そのために、同僚
に対して、どのような配慮が、どうして必要なのか、を説明することがとても重要です。

相互協力的な職場風土をつくりましょう。D

情報通信技術(ICT = Information and Communication Technology)の進歩により、今は在宅
でできる仕事の幅が広がっています。テレワークとは、ICTを活用した、場所や時間にとらわれない柔
軟な働き方のことです。仕事と治療の両立支援においても、テレワークへの関心が高まっています。
以前であれば、神経変性疾患や膠原病の病状が進行したことにより、通勤ができなくなった場合に
は、就労の継続を断念せざるを得ませんでした。しかし、テレワークをうまく活用することで、通勤の
制約がなくなり、通勤ができなくても、就労を継続することが技術的には可能になっています。もち
ろん、テレワークは、育児や介護との両立支援にも使えます。誰もが働きやすい職場を構築するため
の有用なツールとして、テレワークは大きな可能性を持っています。

両立支援とテレワーク
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具体的な対応方法
治療と仕事の両立支援のための具体的な配慮として、

どのようなものがあるでしょうか？
具体的な事例を考えてみましょう。

一般労働者を対象に実施したインターネット調査では、仕事の裁量度が高く、同僚や上司からの支援
が得られやすい職場環境で働く一般労働者は、同じ職場で、難病やがん治療をしながら働いている同
僚が、低時間勤務や時短勤務などの制約のある働き方をすることを受け入れていました。両立支援が
必要な労働者を職場に受け入れる場合には、人事担当者や産業保健職は、本人の要因（治療状況、体調、
仕事の技術など）だけではなく、受け入れる職場の職場環境にも関心を持つ必要があります。

両立支援を受け入れやすい職場環境

Ⅴ

（（症状の説明））

　両立支援が必要な労働者の多くに見られる症状として「疲れやすさ」があります。一
時的に疲労を回復するために、場合によっては、昼休みなどの休憩時間に健康管理室
や休養室を活用しやすくするような配慮がなされるとよいでしょう。また、勤務時間
中に服薬が必要な場合にも、一時的に職場を離れることができるような配慮が必要で
しょう。

勤務中の休憩への配慮01

　両立支援の必要な労働者の多くは月に1回程度の通院を行っています。両立支援
が必要な患者の多くは専門外来のある規模の大きな病院に通院しているため、休日
を使った通院が難しいことが多いです。また、検査などを定期的に行うことが多い
ため、通院時間も長くなります。そのため、有給休暇を使い切ってしまうこともある
かもしれません。まずは、定期的な通院が必要なことを上司や同僚に理解をしても
らい、通院しやすい環境をつくることが大切です。

通院への配慮

　ちょっとしたレイアウトの変更で、両立支援が必要な労働者にとって働きやすく
なるものです。消化器系の疾患であれば、トイレに行く頻度が多くなってしまう傾向
があります。そのような方に対しては、トイレに行きやすい場所に、全身性エリテマ
トーデスの方であれば、直射日光の当たりづらい場所に、席を変更してもよいでしょ
う。また、神経難病や筋骨格系の疾患の方で、階段の上り下りが負担になる方に対し
ては、エレベーターの活用を勧めたり、駐車場の場所を執務場所の近くに配慮した
り、できるだけ勤務時間中の移動距離が短くなるように配慮してもよいでしょう。

02

執務場所などへの配慮03

　ここでは、代表的な対応方法である、勤務中の休憩への配慮、通院への配慮、勤務
時間中の服薬や自己管理、治療等への配慮について説明をしました。このような配
慮が効果的に実施されるためには、会社・職場への病名の申告、同僚の理解などいく
つかの課題を解決する必要があります（図1）。上司や人事担当者は、これらの課題を念
頭におき、両立支援が必要な労働者が必要な配慮を受けられるような職場環境を醸
成するように、心がけましょう。

［図1　職場で両立支援を受け入れる上での課題］

（（職場の要因））（（主治医の要因））

（（本人の体調））

症状・職場への
病名の申告 就業上の配慮

上司の理解

同僚の理解

職場の風土

産業保健職の
意識

自分の症状に
ついての説明・
言語化能力

主治医の患者の
就労への関心

症状

発病の
タイミング
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や休養室を活用しやすくするような配慮がなされるとよいでしょう。また、勤務時間
中に服薬が必要な場合にも、一時的に職場を離れることができるような配慮が必要で
しょう。
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　両立支援の必要な労働者の多くは月に1回程度の通院を行っています。両立支援
が必要な患者の多くは専門外来のある規模の大きな病院に通院しているため、休日
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らい、通院しやすい環境をつくることが大切です。

通院への配慮
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情報収集・相談
～両立支援に関係する機関・職種～

従業員の治療と仕事の両立支援について、対応に苦慮したとき、
どこに相談をすればよいのでしょうか？

Ⅵ

　従業員の治療と仕事の両立支援について、主治医と連携するのはもちろんです
が、それ以外にも、知見を蓄積している機関があります。産業保健職や人事担当者
も、それらの機関について一定の知識を持っておくと、就労支援についての情報収
集や相談をより効果的に行うことができます。

　医療ソーシャルワーカーは、社会福祉の立場から患者さんやその家族の方々の抱
える経済的・心理的・社会的問題の解決、調整を援助し、社会復帰の促進を図る業務
を行います。医療機関の医療相談窓口に在籍して、患者さんからの相談対応をして
いることが多いです。具体的には、

を行っています。これらの活動の中に、就労支援も含まれています。

医療ソーシャルワーカー01

　社会保険労務士は、「障害者雇用安定助成金（障害・治療と仕事の両立支援制度助
成コース）」などの治療と仕事の両立支援に関する助成金の利用や、障害年金の申請
について相談に乗ってくれます。障害年金は、働きながらでも受給することができ
ます。病状が悪化し、雇用形態の変更（正社員からパート社員など）により給与水準
が下がった場合でも、事例によっては、障害年金を受給しながら働くということも
可能です。大手の企業であれば、人事部が同様の情報を持っています。仕事と治療の
両立支援を行うために、このような公的な支援の活用も検討してもよいでしょう。

社会保険労務士04

　全国47都道府県に設置されていて、職場の健康管理への啓発を行っています。治療
と仕事の両立支援については、個別訪問支援、事業者啓発セミナー、個別調整支援、窓
口での相談対応を行っています。

産業保健総合支援センター02

●個別訪問支援とは、これから両立支援に取り組む企業等の依頼を受けて、両立支援
促進員（社会保険労務士、医療ソーシャルワーカー、保健師等の専門家）が事業場を
訪問し、治療と職業生活の両立支援に関する制度導入の支援や管理監督者、社員等
を対象とした意識啓発を図る教育を実施します。
●個別調整支援とは、両立支援促進員が、事業場に出向いて個別の患者（社員）に係る
健康管理について、事業者と患者（社員）の間の仕事と治療の両立に関する調整支援
を行い、両立支援プラン・職場復帰支援プランの作成を助言、支援します。この支援
は、患者（社員）又は患者（社員）から主治医の意見書が提出された企業担当者や産業
保健スタッフ等からの申出により実施します。支援の実施に当たっては、本人の同
意が必要になります。

http://www.jeed.or.jp/location/chiiki/

　職場で治療と仕事の両立支援が必要な労働者が生じた際に、相談に乗ってくれる機
関です。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構により運営をされていて、各都道
府県に1ヵ所あります。雇用管理に際しての課題や、困っていることがある事業主の方
に対して、障害者職業カウンセラーが具体的な解決策を提示してくれます。地域障害者
職業センターは、これまでに身体、知的、精神障害者に関する就労支援でのノウハウの
蓄積があり、障害者に限らず、治療と仕事の両立支援が必要な労働者についても、その
ノウハウに基づいた提案をしてくれます。今後、合理的配慮を行っていく上で、自社で
行っている配慮が、社会的に適切なのかどうかを意識することは重要
です。そのため、このような地域障害者職業センターから意見をもらう
ことにより、配慮の適切性を考える上での参考とすることができます。

地域障害者職業センター03

①療養中の心理的・社会的問題の

　解決、調整援助

②退院援助

③社会復帰援助

④受診・受療援助

⑤経済的問題の解決、調整援助

⑥地域活動
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を行います。医療機関の医療相談窓口に在籍して、患者さんからの相談対応をして
いることが多いです。具体的には、

を行っています。これらの活動の中に、就労支援も含まれています。

医療ソーシャルワーカー01

　社会保険労務士は、「障害者雇用安定助成金（障害・治療と仕事の両立支援制度助
成コース）」などの治療と仕事の両立支援に関する助成金の利用や、障害年金の申請
について相談に乗ってくれます。障害年金は、働きながらでも受給することができ
ます。病状が悪化し、雇用形態の変更（正社員からパート社員など）により給与水準
が下がった場合でも、事例によっては、障害年金を受給しながら働くということも
可能です。大手の企業であれば、人事部が同様の情報を持っています。仕事と治療の
両立支援を行うために、このような公的な支援の活用も検討してもよいでしょう。

社会保険労務士04

　全国47都道府県に設置されていて、職場の健康管理への啓発を行っています。治療
と仕事の両立支援については、個別訪問支援、事業者啓発セミナー、個別調整支援、窓
口での相談対応を行っています。

産業保健総合支援センター02

●個別訪問支援とは、これから両立支援に取り組む企業等の依頼を受けて、両立支援
促進員（社会保険労務士、医療ソーシャルワーカー、保健師等の専門家）が事業場を
訪問し、治療と職業生活の両立支援に関する制度導入の支援や管理監督者、社員等
を対象とした意識啓発を図る教育を実施します。
●個別調整支援とは、両立支援促進員が、事業場に出向いて個別の患者（社員）に係る
健康管理について、事業者と患者（社員）の間の仕事と治療の両立に関する調整支援
を行い、両立支援プラン・職場復帰支援プランの作成を助言、支援します。この支援
は、患者（社員）又は患者（社員）から主治医の意見書が提出された企業担当者や産業
保健スタッフ等からの申出により実施します。支援の実施に当たっては、本人の同
意が必要になります。

http://www.jeed.or.jp/location/chiiki/

　職場で治療と仕事の両立支援が必要な労働者が生じた際に、相談に乗ってくれる機
関です。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構により運営をされていて、各都道
府県に1ヵ所あります。雇用管理に際しての課題や、困っていることがある事業主の方
に対して、障害者職業カウンセラーが具体的な解決策を提示してくれます。地域障害者
職業センターは、これまでに身体、知的、精神障害者に関する就労支援でのノウハウの
蓄積があり、障害者に限らず、治療と仕事の両立支援が必要な労働者についても、その
ノウハウに基づいた提案をしてくれます。今後、合理的配慮を行っていく上で、自社で
行っている配慮が、社会的に適切なのかどうかを意識することは重要
です。そのため、このような地域障害者職業センターから意見をもらう
ことにより、配慮の適切性を考える上での参考とすることができます。

地域障害者職業センター03

①療養中の心理的・社会的問題の

　解決、調整援助

②退院援助

③社会復帰援助

④受診・受療援助

⑤経済的問題の解決、調整援助

⑥地域活動
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治療を続けながら
働くための

ハンドブック

中小企業経営者・人事担当者向け

S U P P O R T  H A N D B O O K

治療と仕事の

両立支援の現状を

知っておこう

気持ちの良い

環境で

働こう

－246－



治療 仕事と の

両立支援のススメ

中小企業における
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治療と仕事の両立は、
さまざまな制度によって支援されています。

治療を続けながら働くために、
まずは専門家にご相談ください。

治療を続けながら
働くために。
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〇
×
総
合
病
院

パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病

で
神
経
内
科
に

通
院
中
の
Ａ
さ
ん

彼
は
あ
る
こ
と
で

悩
み
を

抱
え
て
い
た

医
療
相
談
窓
口
か
…

―
そ
れ
で
はお

仕
事
に
つ
い
て

詳
し
く
お
聞
か
せ

く
だ
さ
い

Bさん
医療ソーシャルワーカ

（MSW）

え
っ
と

そ
う
で
す
ね
…

私
の
勤
め
先
は

自
動
車
部
品

メ
ー
カ
ー
の
下
請
け

を
や
っ
て
ま
し
て

従
業
員
は
だ
い
た
い

40
人
く
ら
い
で
す

私
は
そ
こ
で

高
校
を
卒
業
し
て
以
来

30
年
間
ず
っ
と

製
造
現
場
で
金
属
を
溶
接
す
る

作
業
を
担
当
し
て
き
ま
し
た

30
年
も
…

す
ご
い
で
す
ね
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10
年
前
に

パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
と

診
断
さ
れ
た
の
で
す
が

幸
い
治
療
が

功
を
奏
し
ま
し
て

こ
れ
ま
で
特
に

大
き
な
問
題
も
な
く

仕
事
を
続
け
て

こ
れ
ま
し
た

え
え
…

―
で
す
が
最
近

薬
の
効
き
が
悪
い

時
間
帯
が

出
て
き
て
し
ま
っ
て仕

事
に
も

影
響
が
出
て
き
た
の
で

投
薬
の
調
整
を
し
て
も
ら
っ
て

い
る
ん
で
す

主
治
医
の
先
生
か
ら
は

薬
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が

も
う
少
し

う
ま
く
い
け
ば

効
き
の
悪
い
時
間
を

な
く
せ
る
か
も
と

言
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
が
…

悪心

吐き気・嘔吐

食欲不振

副
作
用
も

出
て
き
て
る
の
で

正
直
こ
れ
か
ら
先

仕
事
を
続
け
ら
れ
る
の
か

不
安
で
…

…
そ
う
で
し
た
か
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私
と
し
て
は

で
き
る
だ
け

今
の
仕
事
を
続
け
た
い
と

思
っ
て
い
る
の
で
す
が

う
ち
の
会
社
に
は

産
業
医
も

い
な
い
で
す
し

こ
れ
ま
で
あ
ま
り

話
し
て
こ
な
か
っ
た
病
気
の
こ
と
を

会
社
に
ど
う
伝
え
た
ら
い
い
か

悩
ん
で
し
ま
っ
て
…

Ｂ
さ
ん
は

ま
ず
は
治
療
費
の
こ
と
や

休
職
し
た
場
合
の

傷
病
手
当
金
の
こ
と
な
ど

経
済
的
な
点
に
つ
い
て

Ａ
さ
ん
に
詳
し
く
説
明

し
ま
し
た

い
ろ
ん
な
制
度
や

支
援
が

あ
る
ん
で
す
ね
…

体
調
の
こ
と
を

考
え
る
と

そ
う
い
っ
た
制
度
等
を

利
用
さ
れ
る
の
も

選
択
肢
の
一
つ
か
と

思
い
ま
す

ま
た
私
か
ら

主
治
医
の
先
生
に

連
絡
を
と
っ
て

ど
の
よ
う
な

仕
事
な
ら

無
理
な
く

続
け
ら
れ
る
か
を

ま
と
め
た

「
就
労
に
関
す
る
意
見
書
」
を

作
成
し
て
も
ら
い
ま
す
の
で

そ
の
内
容
と
合
わ
せ
て

会
社
に
お
伝
え
し
て
み
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
？

そ
う
で
す
ね

そ
れ
が
あ
る
と

話
し
や
す
い

気
が
し
ま
す 就労に関する

意見書
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後
日

Ｃ
さ
ん

ち
ょ
っ
と

い
い
で
す

か
？

は
い

Ｃさん
Ａさんの勤務先の

人事担当者
（衛生管理者）

Ａ
さ
ん
は
Ｂ
さ
ん
の

ア
ド
バ
イ
ス
を
踏
ま
え

主
治
医
か
ら
の
意
見
書
を

勤
務
先
に
持
参

担
当
者
の

Ｃ
さ
ん
に

病
気
の
こ
と
を

話
し
ま
し
た

最
初
Ｃ
さ
ん
は

初
め
て
聞
い
た

病
名
で
戸
惑
っ
て

い
ま
し
た
が

主
治
医
か
ら
の

意
見
書
を
読
み症

状
に

波
が
あ
る
こ
と

現
時
点
で
は

で
き
る
こ
と
も

今
後
は
で
き
な
く
な
る

可
能
性
が
あ
る
こ
と
を

理
解
し
ま
し
た

分
か
り
ま
し
た
…

ち
ょ
っ
と
こ
ち
ら
で

検
討
し
て
み
ま
す
ね

よ
ろ
し
く

頼
み
ま
す

―
た
だ

Ｃ
さ
ん
は
職
場
と
し
て

ど
の
よ
う
に

対
応
し
た
ら
い
い
か

分
か
ら
ず

不
安
を
覚
え
た

様
子
で
し
た
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数
日
後

Ａ
さ
ん
は
再
び

相
談
窓
口
を
訪
れＢ

さ
ん
に
Ｃ
さ
ん
の

様
子
に
つ
い
て

話
し
ま
し
た

こ
ん
に
ち
は
―

Ａ
さ
ん

そ
の
後
会
社
の
対
応
は

ど
う
で
す
か
？

病
気
に
つ
い
て
は

理
解
し
て
く
れ
た

よ
う
な
の
で
す
が

会
社
と
し
て
も

前
例
の
無
い

こ
と
な
の
で

対
応
に
困
っ
て
い
る

様
子
で
し
た

そ
う
で
す
か
…

確
か
に
…
初
め
て
の
こ
と
だ
と

何
か
ら
始
め
れ
ば
い
い
か

分
か
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね

―
で
し
た
ら

Ｃ
さ
ん
に

産
業
保
健
総
合

支
援
セ
ン
タ
ー
の

個
別
調
整
支
援
事
業
を

紹
介
し
て
み
る
の
は

ど
う
で
し
ょ
う
か
？

企
業
の
産
業
医
や

Ｃ
さ
ん
の
よ
う
な

衛
生
管
理
担
当
者
の

支
援
や
研
修
を
行
っ
て
い
る

機
関
で
す

そ
れ
は

い
い
で
す
ね

Ｃ
さ
ん
に

伝
え
て
み
ま
す
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Ａ
さ
ん
は
Ｃ
さ
ん
に

支
援
セ
ン
タ
ー
の

こ
と
を
伝
え
ま
し
た

こ
れ
は
…

ぜ
ひ
相
談
し
た
い

で
す
！

そ
れ
じ
ゃ
あ
Ｂ
さ
ん
に

手
続
き
を
し
て

も
ら
い
ま
す
ね

Ａ
さ
ん
か
ら

連
絡
を
う
け
た
Ｂ
さ
ん
は

支
援
セ
ン
タ
ー
に

こ
の
件
を
依
頼―

す
る
と

両
立
支
援
促
進
員
が

派
遣
さ
れ
ま
し
た

よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
！

Dさん
両立支援促進員

（社会保険労務士）

Ｄ
さ
ん
は

Ａ
さ
ん
の

勤
務
先
を
訪
問
し

職
場
の
仕
事
内
容
や

就
業
規
則
を
確
認

そ
の
内
容
を
踏
ま
え
て

Ａ
さ
ん
が
将
来
的
に
は

溶
接
作
業
を
離
れ
て

管
理
や
事
務
的
な

仕
事
に
移
行
で
き
る

よ
う
に

ト
レ
ー
ニ
ン
グ

し
て
い
く
よ
う
な

両
立
支
援
プ
ラ
ン
を

Ｃ
さ
ん
が
作
成
す
る
の
を

サ
ポ
ー
ト
し
ま
し
た
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―
そ
し
て

Ａ
さ
ん
つ
い
に

で
き
ま
し
た
よ

両
立
支
援
プ
ラ
ン

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
！

う
ち
の
よ
う
な

中
小
企
業
で
も

専
門
家
の
サ
ポ
ー
ト
を

受
け
て
工
夫
す
れ
ば社

員
の
皆
さ
ん
に

安
心
し
て
仕
事
を
続
け
て

も
ら
う
為
の
支
援
が

で
き
る
ん
で
す
ね

企
業
の

衛
生
管
理
者
と
し
て

今
回
の
こ
と
は
本
当
に

勉
強
に
な
り
ま
し
た

…
Ａ
さ
ん改

め
て
…

こ
れ
か
ら
も

末
永
く

よ
ろ
し
く

お
願
い

し
ま
す
！

こ
ち
ら
こ
そ

よ
ろ
し
く
！
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パーキンソン病
パーキンソン病は、脳の異常のために、体の動きに障害があらわれる病気です。現在、日

本には約15万人の患者さんがいるといわれています。高齢者に多くみられる病気ですが、
若い人でも発症することがあります。何年もかけてゆっくりと進行するのが特徴です。動作
が遅くなったり、手足が震えたり、バランスが取れなくなったりします。

両立支援促進員
両立支援に取り組む事業場の支援を行うために、各産業保健総合支援センターに配置され

ています。看護師、保健師、社会保険労務士、キャリアコンサルタントなど、色々な専門性
を持っています。

両立支援プラン
事業者は、労働者が治療をしながら就業の継続が可能であると判断した場合、業務に

よって疾病が増悪することがないよう就業上の措置等を決定し、実施する必要があります
が、その際必要に応じて、具体的な措置や配慮の内容及びスケジュール等についてまとめ
た計画のことです。

産業保健総合支援センター
全国47都道府県に設置されていて、職場の健康管理への啓発を行っています。治療と仕

事の両立支援については、個別訪問支援、事業者啓発セミナー、個別調整支援、窓口での相
談対応を行っています。

漫画に登場する主な用語集

就労に関する意見書
本人の求めに応じて、主治医から事業者に対して提供される両立支援の検討に必要な情

報が記載された書類のことです。両立支援の検討に必要な情報として、事業場における治
療と職業生活の両立支援のためのガイドラインには下記の情報が記載されています。

ア 症状、治療の状況
･現在の症状
･入院や通院治療の必要性とその期間
･治療の内容、スケジュール
･通勤や業務遂行に影響を及ぼしうる症状や副作用の有無とその内容

イ 退院後又は通院治療中の就業継続の可否に関する意見

ウ 望ましい就業上の措置に関する意見
（避けるべき作業、時間外労働の可否、出張の可否等）

エ その他配慮が必要な事項に関する意見
（通院時間の確保や休憩場所の確保等）

●個別訪問支援とは

これから両立支援に取り組む企業等の依頼を受けて、両立支援促進員

（社会保険労務士、医療ソーシャルワーカー、保健師等の専門家）が事業

場を訪問し、治療と職業生活の両立支援に関する制度導入の支援や管理

監督者、社員等を対象とした意識啓発を図る教育を実施します。

●個別調整支援とは

両立支援促進員が、事業場に出向いて個別の患者（社員）に係る健康

管理について、事業者と患者（社員）の間の仕事と治療の両立に関する

調整支援を行い、両立支援プラン・職場復帰支援プランの作成を助言、

支援します。この支援は、患者（社員）又は患者（社員）から主治医の

意見書が提出された企業担当者や産業保健スタッフ等からの申出により

実施します。支援の実施に当たっては、ご本人の同意が必要になります。

医療ソーシャルワーカー
社会福祉の立場から患者さんやその家族の方々の抱える経済的・心理的・社会的問題の

解決、調整を援助し、社会復帰の促進を図る業務を行います。医療機関の医療相談窓口に在
籍して、患者さんからの相談対応をしていることが多いです。具体的には、

を行っています。これらの活動の中に、就労支援も含まれています。

①療養中の心理的・社会的問題の

　解決、調整援助

②退院援助

③社会復帰援助

④受診・受療援助

⑤経済的問題の解決、調整援助

⑥地域活動

10
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パーキンソン病
パーキンソン病は、脳の異常のために、体の動きに障害があらわれる病気です。現在、日

本には約15万人の患者さんがいるといわれています。高齢者に多くみられる病気ですが、
若い人でも発症することがあります。何年もかけてゆっくりと進行するのが特徴です。動作
が遅くなったり、手足が震えたり、バランスが取れなくなったりします。

両立支援促進員
両立支援に取り組む事業場の支援を行うために、各産業保健総合支援センターに配置され

ています。看護師、保健師、社会保険労務士、キャリアコンサルタントなど、色々な専門性
を持っています。

両立支援プラン
事業者は、労働者が治療をしながら就業の継続が可能であると判断した場合、業務に

よって疾病が増悪することがないよう就業上の措置等を決定し、実施する必要があります
が、その際必要に応じて、具体的な措置や配慮の内容及びスケジュール等についてまとめ
た計画のことです。

産業保健総合支援センター
全国47都道府県に設置されていて、職場の健康管理への啓発を行っています。治療と仕

事の両立支援については、個別訪問支援、事業者啓発セミナー、個別調整支援、窓口での相
談対応を行っています。

漫画に登場する主な用語集

就労に関する意見書
本人の求めに応じて、主治医から事業者に対して提供される両立支援の検討に必要な情

報が記載された書類のことです。両立支援の検討に必要な情報として、事業場における治
療と職業生活の両立支援のためのガイドラインには下記の情報が記載されています。

ア 症状、治療の状況
･現在の症状
･入院や通院治療の必要性とその期間
･治療の内容、スケジュール
･通勤や業務遂行に影響を及ぼしうる症状や副作用の有無とその内容

イ 退院後又は通院治療中の就業継続の可否に関する意見

ウ 望ましい就業上の措置に関する意見
（避けるべき作業、時間外労働の可否、出張の可否等）

エ その他配慮が必要な事項に関する意見
（通院時間の確保や休憩場所の確保等）

●個別訪問支援とは

これから両立支援に取り組む企業等の依頼を受けて、両立支援促進員

（社会保険労務士、医療ソーシャルワーカー、保健師等の専門家）が事業

場を訪問し、治療と職業生活の両立支援に関する制度導入の支援や管理

監督者、社員等を対象とした意識啓発を図る教育を実施します。

●個別調整支援とは

両立支援促進員が、事業場に出向いて個別の患者（社員）に係る健康

管理について、事業者と患者（社員）の間の仕事と治療の両立に関する

調整支援を行い、両立支援プラン・職場復帰支援プランの作成を助言、

支援します。この支援は、患者（社員）又は患者（社員）から主治医の

意見書が提出された企業担当者や産業保健スタッフ等からの申出により

実施します。支援の実施に当たっては、ご本人の同意が必要になります。

医療ソーシャルワーカー
社会福祉の立場から患者さんやその家族の方々の抱える経済的・心理的・社会的問題の

解決、調整を援助し、社会復帰の促進を図る業務を行います。医療機関の医療相談窓口に在
籍して、患者さんからの相談対応をしていることが多いです。具体的には、

を行っています。これらの活動の中に、就労支援も含まれています。

①療養中の心理的・社会的問題の

　解決、調整援助

②退院援助

③社会復帰援助

④受診・受療援助

⑤経済的問題の解決、調整援助

⑥地域活動
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治療 仕事と の

両立支援のススメ

中小企業における

本書の作成は、平成30年度厚生労働省労災疾病臨床研究事業費補助金「治療と就労の両立支援のための事業場内
外の産業保健スタッフと医療機関の連携モデルとその活動評価指標の開発に関する研究」（研究代表者：堤明純）
の助成によって行われた。

Vol.２ ～労働衛生機関の活用～
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労
働
衛
生
機
関
が
主
催
す
る

が
ん
治
療
と
仕
事
の

両
立
支
援
セ
ミ
ナ
ー

が
ん
は

不
治
の
病
で
は

あ
り
ま
せ
ん

…
…

今
や

A社長
食品製造業の経営者

働
き
な
が
ら
治
す

休
職
し
て
治
す
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な

選
択
肢
が
あ
る
こ
と
を

覚
え
て
お
い
て

く
だ
さ
い

ど
ん
な

両
立
支
援
が
で
き
る
か

考
え
る
必
要
が

あ
り
ま
す

治
療
と
仕
事…

治療を続けながら
働くために。
労働者の治療と仕事の両立は、

さまざまな制度によって支援をされています。
労働者が治療を続けながら働くために、
経営者にもできることがあります。

対応に迷われたら、まずは、
専門家にご相談ください。
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そ
れ
で…

子
ど
も
た
ち
も

ま
だ
小
学
生
と

中
学
生
で
す
し

ホ
ル
モ
ン
療
法
で

き
ち
ん
と

治
療
し
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す

…

は
い

…
…

そ
う
か…

Ｃ
さ
ん
に

そ
ん
な
こ
と
が…

治
療
と
仕
事…

ど
ん
な
両
立
支
援
が

で
き
る
か…

Ｂ
さ
ん…

今
、
世
の
中
で
は

治
療
と
仕
事
の
両
立
支
援
の

取
り
組
み
が
進
ん
で
き
て

い
る
ら
し
い
ん
だ…

な
る
ほ
ど

両
立
支
援…

で
す
か

頑
張
っ
て
い
る

Ｃ
さ
ん
の
こ
と
だ
し

簡
単
に
退
職
届
を

受
け
取
り
た
く

な
い
ん
だ

練り物食品工場 後
日

社
長…

今
少
し

お
時
間
よ
ろ
し
い

で
し
ょ
う
か
？

は
い

大
丈
夫
で
す
よ
ー

は
い

実
は…昨

日

Bさん
人事労務担当者

す
み
ま
せ
ん…

あ
の…

ど
う
し
た
ん

で
す
か
？何

か
あ
っ
た
ん

で
す
か
？ Cさん

総務社員

こ
の
間
の
検
診
で

乳
が
ん
が

見
つ
か
っ
た
ん
で
す…

私…

え
っ…

…
…
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後
日

Ｃ
さ
ん
は

治
療
の
為

一
時
的
に

休
職
し
入
院…

家
族
の

サ
ポ
ー
ト
も
あ
り

順
調
に
治
癒
し
て

い
き
ま
し
た

Ａ
社
長
と
Ｂ
さ
ん
も

定
期
的
に
病
院
を
訪
れ

Ｃ
さ
ん
の
様
子
を

伺
っ
て
い
ま
す

体
調
は
ど
う
？

注
射
の
後
１
日
２
日

頭
痛
が
出
ま
す
が

そ
れ
以
外
の
日
は

元
気
で
す

両
立
支
援
促
進
員
の
方
と
も

相
談
し
た
ん
で
す
け
ど
ね…

ま
ず
は
復
職
し
て

業
務
は
計
画
的
に
調
整
し
た
ら

ど
う
か
と
思
っ
て
る
ん
で
す

有
給
休
暇
も

使
い
な
が
ら

無
理
の
な
い
範
囲
で
ね

は
い

あ
っ
た
あ
っ
た

こ
こ
だ…

…

ま
ず
は
こ
の

労
働
衛
生
機
関
の

渉
外
担
当
者
に

相
談
し
て
み
よ
う

そ
の
後

Dさん
労働衛生機関の渉外担当

Ａ
社
長
と
Ｂ
さ
ん
は

労
働
衛
生
機
関
の

渉
外
担
当
で
あ
る

Ｄ
さ
ん
か
ら

両
立
支
援
に
つ
い
て

詳
し
い
説
明
を

受
け
ま
し
た

あ
の…

「
産
業
保
健
総
合

支
援
セ
ン
タ
ー
」

っ
て…

？

は
い

「
産
業
保
健

総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
は

両
立
支
援
促
進
員
も

配
属
さ
れ
て
い
ま
す

支
援
を

受
け
ら
れ
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
？

6

－264－



後
日

Ｃ
さ
ん
は

治
療
の
為

一
時
的
に

休
職
し
入
院…

家
族
の

サ
ポ
ー
ト
も
あ
り

順
調
に
治
癒
し
て

い
き
ま
し
た

Ａ
社
長
と
Ｂ
さ
ん
も

定
期
的
に
病
院
を
訪
れ

Ｃ
さ
ん
の
様
子
を

伺
っ
て
い
ま
す

体
調
は
ど
う
？

注
射
の
後
１
日
２
日

頭
痛
が
出
ま
す
が

そ
れ
以
外
の
日
は

元
気
で
す

両
立
支
援
促
進
員
の
方
と
も

相
談
し
た
ん
で
す
け
ど
ね…

ま
ず
は
復
職
し
て

業
務
は
計
画
的
に
調
整
し
た
ら

ど
う
か
と
思
っ
て
る
ん
で
す

有
給
休
暇
も

使
い
な
が
ら

無
理
の
な
い
範
囲
で
ね

は
い

あ
っ
た
あ
っ
た

こ
こ
だ…

…

ま
ず
は
こ
の

労
働
衛
生
機
関
の

渉
外
担
当
者
に

相
談
し
て
み
よ
う

そ
の
後

Dさん
労働衛生機関の渉外担当

Ａ
社
長
と
Ｂ
さ
ん
は

労
働
衛
生
機
関
の

渉
外
担
当
で
あ
る

Ｄ
さ
ん
か
ら

両
立
支
援
に
つ
い
て

詳
し
い
説
明
を

受
け
ま
し
た

あ
の…

「
産
業
保
健
総
合

支
援
セ
ン
タ
ー
」

っ
て…

？

は
い

「
産
業
保
健

総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
は

両
立
支
援
促
進
員
も

配
属
さ
れ
て
い
ま
す

支
援
を

受
け
ら
れ
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
？

7

－265－



こ
こ
が

ス
タ
ー
ト
地
点…

な
の
か
な
？は

い
！

こ
れ
か
ら
が

大
事
で
す
よ
！

こ
れ
か
ら
も
連
携

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
！

も
ち
ろ
ん
で
す
！

そ
し
て
復
職
の
日

無
事
退
院
し
て

復
職
し
た
Ｃ
さ
ん
を

工
場
ス
タ
ッ
フ
総
出
で

迎
え
ま
し
た

お
か
え
り
な
さ
い
！

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
！

皆
さ
ん
も

本
当
に
あ
り
が

と
う
〜

Ｃ
さ
ん

無
事
退
院
で
き
て

よ
か
っ
た
で
す
ね

本
当
に…

Ｄ
さ
ん
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
！

何
し
ろ

前
例
が
な
い
の
で

本
当
に
助
か
り

ま
し
た
よ

や
っ
と

こ
こ
ま
で

来
ま
し
た
ね
！

そ
の
後
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両立支援プラン

労働衛生機関・健診機関

乳がん

ホルモン療法

漫画に登場する主な用語集

両立支援促進員

産業保健総合支援センター

●個別訪問支援とは
これから両立支援に取り組む企業等の依頼を受けて、両立支援促進員

（社会保険労務士、医療ソーシャルワーカー、保健師等の専門家）が事業

場を訪問し、治療と職業生活の両立支援に関する制度導入の支援や管理

監督者、社員等を対象とした意識啓発を図る教育を実施します。

●個別調整支援とは
両立支援促進員が、事業場に出向いて個別の患者（社員）に係る健康

管理について、事業者と患者（社員）の間の仕事と治療の両立に関する

調整支援を行い、両立支援プラン・職場復帰支援プランの作成を助言、

支援します。この支援は、患者（社員）又は患者（社員）から主治医の

意見書が提出された企業担当者や産業保健スタッフ等からの申出により

実施します。支援の実施に当たっては、ご本人の同意が必要になります。

治療と仕事の両立支援について
事業者は、労働者が治療をしながら就業の継続が可能であると判断した場合、業務に

よって疾病が増悪することがないよう就業上の措置等を決定し、実施する必要があります
が、その際必要に応じて、具体的な措置や配慮の内容及びスケジュール等についてまとめ
た計画のことです。

企業の健康診断や作業環境測定、産業医活動などのサービスを提供し、主に大企業と比較し
て十分な資源が社内に無い、中小企業の産業保健活動全般の支援を行っています。小規模企業
では社会保険労務士と並んで企業外労働衛生機関・健診機関が、従業員の健康についての相談
相手になっているとの報告もあります。
2017年度に研究班が、労働衛生機関・健診機関に行った調査では、事業場担当者からの両

立支援に関する相談に対して、13.6％の労働衛生機関がすでに対応しており、45.5％が今後
取り組みたいと回答していました。また、労働衛生機関・健診機関が、両立支援に取り組む際に
支援を得たい外部機関のトップは産業保健総合支援センターでした（18.2％）。

乳がんは、乳房にある乳腺にできる悪性腫瘍です。乳がんの多くは乳汁を運ぶ乳管の上皮細
胞にできる乳管がんです。そのほかに母乳を作る小葉にできる小葉がんなどがあります。

乳がんのホルモン療法（抗ホルモン療法）とは、女性ホルモンのエストロゲンを栄養として
大きくなるがん細胞（ホルモン感受性乳がん）に対して行う治療法です。エストロゲンを抑え
ることにより、がん細胞を縮小させたり、再発を予防したりします。仕事に影響する副作用と
しては、ホットフラッシュという症状があります。ホットフラッシュとは、突然、かっと暑く
なったり、汗をかいたり、胸から顔面にかけて赤くなったりします。動悸や不安、睡眠障害が生
じることもあります。また、頭痛、気分が落ち込む、イライラする、やる気が起きない、眠れない
などの症状が現れることがあります。詳しくは、こちらのホームページをご参照ください。
http://jbcs.gr.jp/guidline/p2016/

両立支援に取り組む事業場の支援を行うために、各産業保健総合支援センターに配置され
ています。看護師、保健師、社会保険労務士、キャリアコンサルタントなど、色々な専門性
を持っています。

全国47都道府県に設置されていて、職場の健康管理への啓発を行っています。治療と仕
事の両立支援については、個別訪問支援、事業者啓発セミナー、個別調整支援、窓口での相
談対応を行っています。

https://www.johas.go.jp/Default.aspx?TabId=578

御社のことをよく知っている、ノウハウのある大切な社員が病気になった時、会社が適切
な支援を提供することで、退職をせずに、治療を続けながら仕事を継続することができる時
代になっています。治療を続けながら仕事を継続できるように、会社が
社員を支援することを、「両立支援」と言います。その時に、まず、参考
にする資料として、「事業場における治療と職業生活の両立支援のための
ガイドライン」が厚生労働省から公表されています。
中小企業では、社内に十分な人的な資源がないために、両立支援のノ

ウハウがなく、対応に戸惑われるかもしれません。ただ、案外身近に、
そのようなときの相談先があるかもしれません。まずは、身近な機関に
相談をされてみてください。
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治
ら
な
い

病
気
な
ん
で
す
か
？

え
っ…

は
い…

残
念
で
す
が…

小島精密機器株式会社
営業主任

山田一雄 (37)

夜
の
車
の
運
転
に

つ
い
て
で
す
が…

危
な
い
と
感
じ
る
な
ら

避
け
た
ほ
う
が

良
い
と
思
い
ま
す
よ

そ
れ
と…

先
ほ
ど

お
っ
し
ゃ
っ
て

い
た

山田さんの主治医

五島誠一 (50)

そ…そ
う
で
す
か…

お
大
事
に
し
て

く
だ
さ
い

は
い…

神
奈
川
に
本
社
を
構
え
る

小
島
精
密
機
器
株
式
会
社
の

営
業
主
任
で
あ
る

山
田
さ
ん
は

少
し
離
れ
た
所
に
あ
る

大
き
な
病
院
を
紹
介
さ
れ

そ
こ
で

「
網
膜
色
素
変
性
症
」
と

診
断
を
受
け
ま
し
た

こ
こ
最
近

夜
や
ト
ン
ネ
ル
で

車
を
運
転
し
て
い
る
時
に

見
え
づ
ら
い
こ
と
が

気
に
な
り

近
く
の
眼
科
を
受
診…
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た
だ
の
疲
れ
目

か
と
思
っ
て

た
の
が

ま
さ
か

こ
ん
な
重
い

病
気
と
は…

仕
事…

ど
う
す
る

か
な
ぁ…

そ
う
ね
ぇ…

病
気
で
車
の
運
転
が

で
き
な
く
な
る
こ
と
は

山
田
さ
ん
に
と
っ
て

と
て
も
重
大
な
問
題

だ
っ
た
の
で
す

営
業
職
の
山
田
さ
ん
は

車
を
使
う
こ
と
が
多
く

先
方
の
都
合
で
夕
方
に

訪
問
す
る
こ
と
も

あ
れ
ば

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
時
は

何
時
だ
ろ
う
と
い
ち
早
く

顧
客
の
と
こ
ろ
へ
向
か
い

信
頼
回
復
に
尽
力
す
る

こ
と
も
し
ば
し
ば…

お
う
っ
！

ど
う
し
た
元
気
な
い
な
〜

昨
日
病
院
の
先
生
に

お
ど
か
さ
れ
た
の
か
？

課
長…

小島精密機器株式会社
営業課長

木村二郎 (45)

ハ
ハ
ッ

ま
ぁ
冗
談
は

さ
て
お
き…

ど
う
だ
っ
た
？
昨
日

‥
‥

課
長
に
は

話
し
て
お
か
な
い
と

だ
よ
な…

営業部

‥
‥

…

こ
の
病
気
は

眼
の
光
を
感
じ
る

網
膜
と
い
わ
れ
る

部
分
に
異
常
を

き
た
す
病
気
で

夜
盲
や
視
野
狭
窄

そ
し
て

視
力
の
低
下
が

症
状
で
す

※

１

※

２

※1…暗いところで物が見えづらくなること ※２…視野が狭くなること

ど
の
程
度

効
果
が
あ
る
か
も

実
の
と
こ
ろ
は
っ
き
り
と
は

分
か
ら
な
い
の
が

現
状
な
の
で
す…

基
本
的
に

進
行
性
の

病
気
で
す
が

そ
の
進
行
は

緩
や
か
で

人
に
よ
っ
て

差
も
あ
り
ま
す

残
念
な
が
ら

こ
の
病
気
は

根
本
的
な
治
療
法
が

ま
だ
見
つ
か
っ
て
お
ら
ず

進
行
を

遅
ら
せ
る
た
め
の

薬
を
内
服
す
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
が…

‥
‥

ね
ぇ…

大
丈
夫
？

う
〜
ん…

あ
ん
ま
り

大
丈
夫
じ
ゃ

な
い
か
も…
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病
気
の
こ
と
も

良
く
わ
か
ら
な
い
し

そ
れ
が
ど
の
程
度
仕
事
に

影
響
す
る
の
か…

ま
た
こ
れ
か
ら
先
ど
の
よ
う
に

な
る
の
か
も
わ
か
ら
な
い…

大
き
な
会
社
で
あ
れ
ば

産
業
医
が
い
る
ら
し
い
が

こ
こ
は
３２
名
ほ
ど
の

会
社
で
産
業
医
と
も

契
約
を
し
て
い
な
い…

そ
こ
で
顧
問
契
約
を
結
ん
で
い
る

社
会
保
険
労
務
士
の
四
宮
さ
ん
に

相
談
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た

社会保険労務士

四宮文恵 (46)

そ
の
た
め
の

様
式
が

あ
り
ま
す
の
で

…

そ
れ
で
は

病
気
の
こ
と
を

も
う
少
し
詳
し
く

知
る
た
め
に

主
治
医
の
先
生
に

問
い
合
わ
せ
て

み
ま
せ
ん
か
？

今
、「
治
療
と
職
業
生
活
の

両
立
支
援
」
に
取
り
組
む

企
業
が
増
え
て
る
ん
で
す
よ

行
政
か
ら

発
行
さ
れ
て
い
る

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を

活
用
す
る
方
法
も

あ
り
ま
す

な
る
ほ
ど
〜

さ
っ
そ
く
実
践
し
て

み
ま
す
！

小島精密機器株式会社
総務

三谷絵津子 (43)

あ
の
っ…

実
は
昨
日

眼
科
で…

車
の
運
転
に
つ
い
て
も

避
け
た
ほ
う
が
良
い
と

言
わ
れ
て…

こ
の
先

ど
う
仕
事
を
し
た
ら

い
い
か
不
安
で…

…

そ
う
か

言
い
に
く
い

こ
と
な
の
に

話
し
て
く
れ
て

あ
り
が
と
う
な…

実
は
俺
も…

山
田
が

見
え
づ
ら
そ
う
に

し
て
い
る
こ
と

気
に
な
っ
て
た
ん
だい

え…
俺
じ
ゃ

判
断
つ
か
な
い

と
こ
ろ
も
あ
る
か
ら

総
務
に
も
相
談
し
よ
う

は
い

な
る
ほ
ど…

そ
う
な
ん
で
す
ね

こ
ち
ら
で
少
し
考
え
て

み
た
い
と
思
う
の
で

時
間
を
い
た
だ
い
て
も

良
い
で
す
か
？

木
村
さ
ん
と
山
田
さ
ん
に

そ
う
言
っ
た
も
の
の

正
直…

三
谷
さ
ん
は
困
惑
し
て

い
ま
し
た

総務部
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な
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も
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ま
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総務部
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と
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と
は

し
た
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と
思
っ
て
い
る

の
で…

ま
ず
は

山
田
さ
ん
の

病
状
や
会
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が

気
を
付
け
な
い
と

い
け
な
い
こ
と
は

何
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を
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治
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の
方
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確
認
し
て

い
た
だ
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た
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ん
で
す

そ
の
た
め
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こ
の
書
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を
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で
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分
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り
ま
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翌
月

山
田
さ
ん
は
再
び
病
院
を

受
診
し
主
治
医
に
書
類
を

見
せ
ま
し
た

最
近

こ
の
書
類
を

持
っ
て
く
る
人
が

多
く
な
り
ま
し
た
ね

山
田
さ
ん
て

営
業
の
お
仕
事
さ
れ
て

い
た
ん
で
す
ね
〜

主
治
医
に
記
入
し
て

も
ら
っ
た
書
類
を

持
ち
帰
っ
た
山
田
さ
ん
は

木
村
さ
ん
と
三
谷
さ
ん
に

書
類
を
渡
し
口
頭
で
も

主
治
医
と
の
や
り
取
り
の

説
明
を
し
ま
し
た

そ
し
て
三
谷
さ
ん
は

社
長
や
四
宮
さ
ん
と
も

相
談
し
な
が
ら

会
社
と
し
て
の
対
応
を

検
討
し…

そ
し
て
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漫画に登場する主な用語集

社会保険労務士

網膜色素変性症
網膜色素変性症は65歳以下の失明原因の1位で、患者数は3-4万人で、指定難病となって

います。35歳前後で診断されることが多く、緩徐に進行し、視覚障害、羞明（まぶしさで見え
にくい）、夜盲、色覚異常などの症状があります。かなり進行するまで本人が症状を自覚し
にくい。治療法は未だ確立されておらず、最終的には高度な視覚障害をきたすことが多い
が、進行の速さやパターンは個人差が大きいと言われています。眼科領域の難病患者の治
療と仕事の両立支援については、こちらの情報が参考になります。

http://www.med.kitasato-u.ac.jp/̃publichealth/docs/science6.pdf

治療と仕事の両立支援について

主治医と意見交換をする際の留意事項
治療と仕事の両立支援を行う上で、主治医から、本人の治療の状況や今後の見通しにつ

いて情報を得ることはとても重要です。その際の様式例は、事業場における治療と職業生
活の両立支援のためのガイドラインに記載されていますので参考になるでしょう。主治医
と効率的に意見交換をするためには、会社が懸念していることを具体的に質問することが
ポイントになります。産業医や保健師などの医療職が社内にいる場合には、そのような方
に相談したり、そのような方がいない小規模な事業場では、社会保険労務士に相談するこ
とも一つです。
労働者の健康情報については、そのほとんどが個人情報の保護に関する法律で定めされ

る「要配慮個人情報」に該当する機微な情報です。そのため、情報のやり取りについては、本
人の同意が不可欠であることには留意しましょう。また、面接をするときには、プライバシ
ーが確保された場所で行うようにしましょう。
参考情報「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置
に関する指針」 https://www.mhlw.go.jp/content/000350672.pdf

厚生労働省　治療と仕事の両立支援ナビ
https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/

これからの治療と就業生活の両立支援を考える研究会
http://www.med.kitasato-u.ac.jp/̃publichealth/bs/

参考となるホームページ
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第１回 治療と仕事との両立支援セミナー 報告書
 
2018 年 1 月 17 日（水）17:30 - 19:00　
北里大学病院　臨床研究教育棟 5 階

｜ 1 ｜　治療と仕事の両立支援における最近の動向    02
	 	 北里大学病院　トータルサポートセンター長（教授）	 田邊　聡

｜ 2 ｜　治療と仕事の両立支援 05
 	 北里大学医学部公衆衛生学　講師	 	 	 	 江口　尚

｜ 3 ｜　医療現場における積極的な両立支援対策と今後の課題  08
	 	 赤羽乳腺クリニック　院長	 	 	 	 赤羽　和久

｜ 4 ｜　コメント・質疑応答  29
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2

治療と仕事の両立支援における最近の動向

北里大学病院　トータルサポートセンター長（教授）
	 	 	 	 　　田邊　聡

田邊　皆さん、こんばんは。北里大学病院トータルサポー
トセンターの田邉と申します。今日は院外からもご参加
いただきましてありがとうございます。
　本日はイントロダクションだけお話をさせていただきま
す。皆さんもご承知のように、昨今、日本人にも非常に
ご高齢の方が増えてまいりまして、2人に1人はがんにな
り、3人に1人はがんで亡くなるという時代になりました。
一方、様々な検診や、低侵襲治療あるいは抗がん剤の進
歩によって、がんになっても治ったり、生存期間が延び
たりして、がんを患いながら仕事をしていかなければな
らない方が増えている現状があるかと思います。スライ
ドを使ってお話させていただきたいと思います。

北里大学病院　トータルサポートセンター 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田邉　聡	

治療と仕事の両立支援 
における最近の動向 

	

第１回 
治療と仕事との両立支援セミナー	

2018年1月17日	

　こちらは一昨年の 12 月に厚労省から交付された「が
ん患者さんのおかれている状況と就労支援の現状」です。
この内容を数枚ピックアップして、ご紹介させていただ
きたいと思います。

　これは 1975 年と 2010 年の約 40 年の時代の差におけ
る性別と年齢別のがん罹患者数を示したグラフです。横
軸が年齢、縦軸ががんになった患者さんの数です。40
年間でがんの患者さんが圧倒的に増えています。尚且つ、
まさに働き盛りの方が 30%を占めているというデータ
があります。がんになりながらも仕事をしていかなけれ
ばならない方が非常に増えていることが示されていると
思います。

　平成 24 年 6 月にがん対策推進基本計画が出ました。
重点的に取り組むべき課題の 1つに、「働く世代や小児
へのがん対策の実施」が挙げられています。また、平成
19 年度から 10 年目標の 1つに、「がんになっても安心
して暮らせる社会の構築」が提案され、少しずつ進んで
きているというのが現状です。

1
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第１回 治療と仕事との両立支援セミナー｜ 2018 年 1 月 17 日開催 3

｜ 1｜治療と仕事の両立支援における最近の動向

　こちらにがん患者さんの就労を含めた社会的な問題点
を幾つかまとめております。1つ目は、がんの患者さん
やがんを経験した方の就労に関するニーズや課題を明ら
かにしなさいということです。2つ目は、医療機関も含
めて事業所が、がんの患者さんの治療と職業生活の両立
を支援するための仕組みについて検討しなさいというこ
とです。そしてもう 1つは、医療機関に対して、患者
さんが働きながら治療を受けられるように配慮するよう
に努めること、また、事業者に対して、がん患者さんが
働きながら治療や療養できる環境を整備すること、そし
てさらに家族ががんになった場合でも働き続けられるよ
うな配慮をしなさいということが提案されております。

　こちらは仕事を続けながらがんの治療で通院している
患者さんのグラフです。私も驚いたのですが、30 万人
を超える方ががんを持ちながら治療しつつ仕事をされ
ています。男性が 14 万人に対して女性はもっと多い 18
万人となっています。おそらく乳がんなどの患者さんが
多いのかなと思いましたが、詳しくは赤羽先生からご紹
介があると思います。
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4

　がんの患者さんの就労に関する問題ですが、勤務者の
3割を超える方が依願退職、あるいは解雇されています。
また、自営の方は 20%弱の方が廃業せざるを得なかっ
たということです。やはりがんを患うことで仕事を辞め
なければならない、あるいは自分の会社を畳まなければ
ならないという現状があります。

それぞれのニーズ・課題を検討	

 
がん患者と
その家族	

 
医療機関	

 

　企業	

　がんの患者さんとご家族の抱えているニーズや課題に
対応が求められる一方で、今日もベッドに空きがほとん
どないような状況で様々な治療に当たっている医療機関
にとっては、そうしたニーズに出来ることが限られてい
るのではないかと思います。そして企業にも現状を理解
していただきながら、色々な配慮をしていただかないと
いけないわけです。ご家族や患者さん、医療機関、企業
のそれぞれが三位一体となって進めていかなければなら
ないのが今回の課題であると考えています。

がん患者さんが安心して働きながら 
治療できる環境の整備	

現状の課題を検討・共有して 
実現させていきたいと思います	

　がんの患者さんが安心して働きながら治療できる環境
の整備が必要になってまいりますし、そのためには現状
の課題を皆さんと一緒に検討し、共有して、実現させて
いきたいと思っている次第です。このセミナーが課題解
決の一つのきっかけとなればと思います。
　以上で、私の話を終わらせていただきます。ありがと
うございました。
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第１回 治療と仕事との両立支援セミナー｜ 2018 年 1 月 17 日開催 5

｜ 2｜治療と仕事の両立支援

治療と仕事の両立支援

北里大学医学部公衆衛生学　講師
	 	 	 	 　　江口　尚

2

江口　現在、研究ベースで色々な両立支援が取り組まれ
ていますので、本日はそのあたりのお話しをさせていた
だきたいと思います。

�����������

北里大学医学部公衆衛生学�

江口　尚�

eguchi@med.kitasato-u.ac.jp�

1 

北里大学病院�
第1�����������������
日時：2018年1月17日（水）17：30～19：00�
場所：北里大学病院　臨床研究教育棟5��

2 労働者健康安全機構 

①労働者が事業者に支援を求める申出（主治医による配慮事項などに関する意見
書を提出）�
②事業者が必要な措置や配慮について産業医などから意見を聴取�
③事業者が就業上の措置などを決定・実施（「両立支援プラン」の作成が望ましい）  �

治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン�
（平成28年2�）�

　田邉先生は、がんに特化したお話をされていました。
がんの分野はかなり両立支援が進んでいます。国として
は、がんだけではなく、例えば肝臓の病気や難病、脳梗
塞、脳血管疾患などの疾患にも両立支援を広げていこう
という流れになっています。
　両立支援に取り組む上で、今後の方向性を示したガイ
ドラインが出ています。「治療と職業生活のためのガイ
ドライン」というもので、医療機関、企業、本人の関わ
りについてガイドラインが示されています。そして両立
支援コーディネーターを上手く使っていこうということ
でガイドラインが示されています。このガイドライン自
体は、医療機関や企業が作ったものではなく、国がきち

んとコーディネートをして、企業側、経団連等がきちん
と承認したものとして作られています。おそらく今後、
我が国で両立支援を進めていく上での、ある種の憲法み
たいなものになっていくだろうと思いますので、是非
知っておいていただきたいと思います。
　その中には色々なことが書いてあります。ガイドライ
ンをホームページから検索していただきますとダウン
ロード出来ますので、一度お目通しいただけると良いと
思っています。
　このガイドラインは、労働者が事業者に支援を求める
申し出をどうするのか、事業者が必要な措置や配慮につ
いて産業医の中でどのように意見をチョイスするのか、ま
た、両立支援プランを企業の方が作成するにはどうする
のかなどが書かれているものです。内容を話すだけでも1
時間くらいになるような、それぐらいの代物になります。
まずは名前だけを知っておいていただければと思います。

　「治療と就労の両立支援マニュアル」を、がんと糖尿
病、脳卒中、メンタルヘルスに関して、労働者健康安全
機構が作っています。これも立派な本のように見えます
が、ホームページから無料でダウンロード出来ます。「治
療と就労の両立支援マニュアル　労働者健康安全機構」
と検索していただくと出てきます。この中にも色々なこ
とが詳細に書かれています。ざっくりとどんな感じで進
めていけば良いのだろうと考える時に参考にする資料と
して、使えるのではないかと思っています。労災病院は、
このマニュアルを作るために、約 5年間、実際に自分
たちの病院でモデルを実施して、その知見を纏めました。
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事例が出ていて非常に読みやすくなっていますので、是
非ご覧いただければと思います。

　また、治療を受けながら安心して働き続けることがで
きる職場づくりについて、企業での好事例を集めた検討
事例集等が出ています。厚労省のホームページの仕事と
治療の両立支援のページで一通りダウンンロード出来る
ようになっていますので、ご関心があればご覧ください。
　私自身が研究するまで知らなかったのですが、多くの
蓄積があり、進んでいるところも多くあります。このよ
うな様々な事例が積み重なって、今まさに全国の 1つ
ひとつの医療機関に展開しようとしているというのが現
状だと思います。

4 

治療と就労の両立支援のための事業場内外の産業保健スタッフと�
医療機関の連携モデルとその活動評価指標の開発に関する研究�

（労災疾病臨床研究事業170401-02��

5 

研究者名� 所属機関・職名� 分担する研究項目�

���� ��大学医学部����学・教�� 研究総括、調査企画、研究班会議の開催、　
成��の�とめ�

���� ���産業保健総合支援センター・所�� 産業保健総合支援センターによる両立支援の
検��

�保���� 大阪労災病院治療就労両立支援センター・
部��

労災病院両立支援センターによる両立支援の
検��

������ 国際医療福祉大学医学部医学教育統括　　
センター・教��

疾��点�病院による両立支援の検��

����� ��大学健��学部��学�・教�� 中小企業における産業保健職による両立支援
の検��

����� ���������場保健会・�事� 企業外労���機関による両立支援の検��

���� ��大学経営学部・教�� 経営学的視点からの活動評価指標、調査への
���

����� ��大学医学部����学・��� 活動評価指標のと��とめと作成�

���� ��大学医学部����学・��� 当事者からの好事例収集、支援モデル、活動
評価指標の作成と検証、研究会開催、HP作成�

　そのような中で厚生労働省から研究費をいただき、私
どもの大学の堤が代表者として両立支援の研究を進めて
います。今回のようなセミナーを開催させていただくの
も、その一環です。

　色々と取り組む中で、実際に医療機関で両立支援を進
めていこうとしています。そして足元である北里大学病
院で進めながら、色々な課題を見ていこうと考えていま
す。両立支援に関しては、色々なハンドブックやマニュ
アルが既に出来上がっていますので、後は実際に運用し
ていくことになります。国としても、トライ＆エラーを
しながら積極的に好事例を作っていってほしいというこ
とですので、北里大学でも進めさせていただければと
思っています。

�
「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」（平成28年2月）で示されている両立支援に　　　
関わる関係者間の様式集に具体的な連携方法を付加するとともに、情報の発信方法を含めて、包括的な両立支援　
モデルを提供しようとする。さらに、支援活動を継続的に改善させていけるように、PDCAサイクルを念頭においた活動
評価指標を開発することを目指す。�

���の��される成��
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　特に神奈川県は、関東労災病院のほか、大学病院も比
較的多くあります。今日もお越しいただいていますが、
神奈川県で産業保健を推進している産業保健総合支援セ
ンターを、両立支援サービスを提供するところとして国
が位置付けています。4大学を中心に、そこと色々な連
携をしながら神奈川県全体で進めていこうとしていま
す。スライドにあるようなポスターをサポートセンター
や院内でも掲示し、患者さんに対して両立支援を促して
います。「仕事と治療に関して何か悩みがあったら病院
に相談してください」という雰囲気を作っていこうとし
ています。2月以降、皆さんのお目に目に留まることが
あるかも知れません。ポスターとカードを 400 部ほど
いただいていますので、実際に患者さんにお渡しして、
窓口に繋げられるようなことをしていければと思ってい
ます。
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｜ 2｜治療と仕事の両立支援

　患者さんに対する両立支援の活動を完全にボランティ
アで行っていくかという課題があります。今まで労災病
院などは、国から研究費をもらって実際に人を充ててい
たのですが、いよいよ国も本腰を入れてきました。来年
度の診療報酬改定の際に、患者さんの就労に関する情報
を医療機関から企業の産業医に提供した場合に、病院か
ら産業医への情報提供だけではなく、産業医が返信する
というプロセスを 1回行うごとに、一定の文書料を保
険としてつけましょうということになりました。まずは
がんから始まっていくだろうと言われています。
　その他には、医療評価機構があります。北里病院も取っ
ていると思うのですが、要求事項の中に、院内のスタッ
フに対する両立支援推進のことが含まれたり、医学教育
のコアカリキュラムに両立支援が入っていたりするとい
うことです。お金はつきませんが、認証などの部分で両
立支援を盛り上げていこうとしています。情報を先取り
して実施していく方が良いということですので、大きな
医療機関や、社会的に存在感のある医療機関は、なかな
か避けられない課題になってくるかと思います。それで
あれば、早めに対応していただこうということで、今回
のセミナーを開催させていただきました。

�����������������������

8 http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000188159.pdf�

トータルサポート
��ター�

主治医�

事業主�

産業保健
�タ���

産業保健
総合支援
��ター�

社会保険
����

産業衛生
専門医�

主治医と産業衛生専門医の連携�
【意見書の翻訳】�

★医療機関→事業主：事業主
の判断に役立つ意見書����

両立支援
����

事業所のサポー
トが必要な時に

���

情
報
交
換�

事業主
支援�

情
報
交
換�

企業における事業場内外の産業保健スタッフと医療機関との連携モデル案	 

産保	 

病院	 �事��

かく聞くことはほぼ不可能だと思いますので、私のよう
な産業衛生の専門医も入り、30 分から 1時間ほどかけ
てご本人の職歴や職業を聞きます。主治医の先生には、
主に治療のことだけに専念していただき、上手く連携を
取りながら患者さんに対してより良いサービスを提供し
ていこうとしています。このようなことが次年度から北
里大学でも始まっていきます。

����������
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障害者�業セ����

障害者就労・生活支援
セ����

�病相談支援セ����

病院相談窓口（MSW��

��保�労���

産業保健総合支援　セ
����

就労��支援�業��

��支援�

��支援�

障害���

　外部機関についてですが、色々な機関が両立支援に取
り組んでいます。今後はこのような機関と連携しながら、
トータルサポートセンターに入られている社労士などの
方々も含めて、患者さんご本人にとってより良い両立支
援を行っていければと思っています。何が何でもその企
業にしがみ付いて下さいと勧めるのではなく、状況に応
じて必要な情報を提供していけるようになっていければ
と思っております。

参�情報�

11 

独立行政法人労働者健康安全機構　�
・治療と就労の両立支援マニュアル�
https://www.johas.go.jp/Default.aspx��ab�d�10���
・治療と生活の両立支援とは�
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/ryoritsumodel/tabid/1055/Default.aspx�

国立がん研究センター　がん対策情報センター　�
・がんと仕事の����
http://ganjoho.jp/publi�/support/work/�a/index.html�
・がんと共に働く　まず一歩前へ�
http://ganjoho.jp/pub/support/work/index.html�

書籍�
・企業のためのがん就労支援マニュアル　�
　　著者：高橋  都,  森  晃爾,  錦戸  典子�
・企業ができるがん治療と就労の両立支援�
　　著者：��  ���

産業保健職・人事担当者向け　難病に罹患した従業員の就労支援ハンドブック�
http://www.med.kitasato-u.a�.jp/�publi�health/do�s/handbook.pdf�

厚生労働省　�
・治療を受けながら安心して働ける職場づくりのために�
～事例から学ぶ治療と仕事の両立支援のための職場における保健活動のヒント集～�
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/an�en/dl/1�0328-01.pdf�
・治療を受けながら安心して働けることができる職場づくり検討事例集�
‐モデル事業参加企業10社の両立支援マニュアルにみる取組のポイント‐�
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000088932.pdf�

　こちらは資料としてお渡し出来ればと思います。こう
いったものを参考にしながら進めていくことになります。
　以上です。ありがとうございました。

　北里大学では、スライドのようなモデルを考えていま
す。トータルサポートセンターと主治医の先生が色々な
情報交換をされると思います。主治医が職歴のことを細
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医療現場における積極的な両立支援対策と
今後の課題

赤羽乳腺クリニック　院長
	 	 	 	 　　赤羽　和久

赤羽乳腺クリニック　　�

赤羽和久�

kazwing@akahane-breast.com�

2018年1月17日（水）　�
北里大学病院　臨床研究教育棟5��

医療現場における積極的な�
両立支援対策と今後の課題�

北里大学病院�
治療と仕事との両立支援セミナー�

3

赤羽　本日は貴重な機会をいただきましてありがとうご
ざいます。私は名古屋で開業していますので、現場から
は少し離れている話になるかもしれません。以前、学会
でがん患者さんの就労支援の話をした時は、今回の半分
くらいの大きさの会場に 5〜 6 人しか参加者がいませ
んでした。そこから始めたことを考えますと、今は皆さ
んから関心をお寄せいただいて非常にありがたいと感じ
ております。きちんと進めていきたい課題ですので、ぜ
ひ北里大学でも色々な形で取り組んでいただければと思
います。

自己紹介　赤羽  和久�

1.  ‘96（H8）産業医科大学卒�

2.  産業医      02-  05（H14-17）東海旅客鉄道株式会社専属産業医�

3.  臨床医      05　中部労災病院　外科�

　　　　            09　JA静岡厚生連　遠州病院　外科�

　　　　　　10　名古屋大学大学院腫瘍外科�

　　　　　　11　愛知県がんセンター愛知病院　乳腺科�

　　　　　　13　名古屋第二赤十字病院　一般消化器外科・乳腺外科�

　　　　　　17　赤羽乳腺クリニック　院長�

資格：日本外科学会指導医・専門医、日本乳癌学会専門医、日本消化器外科学会専門医、　　�

　　　　がん治療認定、労働衛生コンサルタント、医学���

　赤   和久
アカハネ　カズヒサ�

赤羽乳腺クリニック�
http://akahane-breast.com/�

乳がんになっても安心して暮らせる社会生活を応援する�

　当院は専門性の高い乳がん検診・乳腺診療をおこないます。サバイバーシップ支援にも力を

入れ、その人らしい生き方を支えるクリニックです。治療中や治療終了後の社会復帰にも目を

向けリンパケアなどの身体的サポートはもちろん、職場における両立支援まで、その人らしい

生き方を幅広くサポートいたします。�

�

�

�

�

�

�

�

�

〒464-0819　愛知県名古屋市千種区四谷通1-13  ノア四ツ谷ビル3F  （本山駅５番出口から徒歩１分）�

�

　　�　自己紹介は割愛させていただきます。
　当院は「乳がんになっても安心して暮らせる社会生活
を応援する」というコンセプトで運営しております。先
ほど田邊先生から「がん対策推進基本計画」の中に「が
んになっても安心して暮らせる社会の構築」が含まれて
いるとお話されていましたが、それを応援したくて開業
しました。
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｜ 3｜医療現場における積極的な両立支援対策と今後の課題

本日の内容�

1.  乳がんとサバイバーシップ支援�

2.  研究紹介　３つ�

3. 医療現場での取り組み�

4. 取組みの成果�

5. 事例紹介�

6. 今後の課題�

�

　　�

　今日は、こちらの内容をお話しします。乳がんとサバ
イバーシップ支援と、研究紹介を 3つ、それから医療現
場で取り組んできたことです。取り組みについては、私
は前職が名古屋第二赤十字病院、その前が愛知県がんセ
ンター愛知病院でしたので、この 2つの医療機関で取
り組んできたことをご紹介します。その取り組みの成果
は、名古屋第二赤十字病院で検討したことをお話ししま
す。事例は、産業医の先生と一緒に患者さんを診てきま
したので、その中からお話しします。そして、今後の課
題についてお話しします。今後の課題に関しては、少し
私見が入っております。

日本の乳がん罹患者数（推定）�
(
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乳がん患者は年々増加しています�

1.　乳がんとサバイバーシップ支援
　まず、乳がんとサバイバーシップ支援についてお話さ
せていただきます。
　ご存知のように、乳がんに罹患する方は非常に増えて
きています。現在は、年間 9万人、11 人に 1人が罹患
する状況となっています。

日本の乳がん死亡者数（実数）�

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

S.40 50 60 H.7 17 21 22 23 24 25 26 

1,966 
3,262 
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12,731 
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　罹患する方が増えている一方で、乳がんで亡くなられ
る方はそれほど増えていません。13,000 人から 14,000
人あたりを推移しています。一旦下がったのですが、ま
た少し増えてきています。

国立がん研究センターがん対策情報センター�

部位別5年相対生存率�

がん＝死  �����������

　こちらは少し古いのですが、2003 年から 2005 年の 5
年相対生存率のデータです。部位によっては、非常に高
い生存率になっています。がんと言われると悲観的なこ
とを考えてしまいがちですが、乳がんに関しては 5年
相対生存率が 89.1% となっております。この数値は現
在では 90%を超えております。もちろんすべての方に
当てはまるわけではありませんが、多くの方が健闘して
おります。10 年相対生存率は、国立がん研究センター
からデータが出ていますが、80%を超えています。
　がんは非常に個別性があり、部位や、がん自体の性格
にも左右されますが、がんと言ってもすぐに死を連想す
るものではなくなってきています。上手に付き合うこと
を考えていける病気に変わってきています。
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　1985 年 に Mullan	Fitzhugh が New	England	Journal	
of	Medicine の中で紹介した、がんのサバイバーシップ
の概念があります。そこには「がん体験は結果として治
癒したかどうかの単純な二分法で表現できるものではな
く、最終的な帰結よりも本人が診断後を生きるプロセス
と捉えるほうが適切である。」と書かれています。私は
消化器外科医として仕事をしてきましたので、どうして
も生存率の向上を目指してしまうことは理解しているの
ですが、このことについては「生存率の向上を目指すば
かりで治療が引き起こす諸問題を顧みないのは、先進技
術を使って溺れる人を水から引き揚げた後、咳き込んで
水を吐くその人をそのまま放置しているようなものだ。」
という表現で書かれております。

•  Mullan  Fitzhugh　『Seasons  of  survival:  reflections  of  a  physician  with  

cancer』（1985年  N  Engl  J  Med）で初めて紹介。�

•  がん体験は結果として治癒したかどうかの単純な二分法で表現できるものではなく、

最終的な帰結よりも本人が診断後を生きるプロセスと捉えるほうが適切である。�

•  治癒したか否かを治療のすべてと考えるような医療　�

　→　生存率の向上を目指すばかりで治療が引き起こす諸問題を顧みないのは、先進技術を　�

　　　使って溺れる人を水から引き揚げた後、咳き込んで水を吐くその人をそのまま放置し�

　　　ているようなもの��

Cancer  Survivorship�

初�治療�

初�治療� 再発～End  of  Life�

治癒�

非治癒�

2014年  13323人�

2015年  89400人�

乳がん罹患者と死亡者数�

乳癌は年々増加し女性の罹患する癌の1位。�

罹患年齢のピークは40代後半。�

就労世代の女性がかかりやすい癌の1つ。�

　罹患される方と亡くなられる方との間に、罹患しても
サバイバーとして生活されている方が増えています。そ
のような方の生活にもっと目を向けて行く必要があると
思います。

•  Mullan  Fitzhugh　『Seasons  of  survival:  reflections  of  a  physician  with  

cancer』（1985年  N  Engl  J  Med）で初めて紹介。�

•  がん体験は結果として治癒したかどうかの単純な二分法で表現できるものではなく、

最終的な帰結よりも本人が診断後を生きるプロセスと捉えるほうが適切である。�

•  治癒したか否かを治療のすべてと考えるような医療　�

　→　生存率の向上を目指すばかりで治療が引き起こす諸問題を顧みないのは、先進技術を　�

　　　使って溺れる人を水から引き揚げた後、咳き込んで水を吐くその人をそのまま放置し�

　　　ているようなもの��

Cancer  Survivorship�

初期治療�

初期治療� 再発～End  of  Life�

治癒�

非治癒�

この期間に注目！�

　我々医師は、病院に来る初期治療の段階や、再発して
から End	of	Life を迎えるまでの間に患者さんと接する
ことが多いのですが、それ以外の期間に患者さんを診る
ことはあまりありません。今は、患者さんが病院から離
れている期間の生活にもっと注目していきましょうとい
う動きが起こっています。

視野を変える�

��������を������������

より遠く�
（将来を）�

より広く�
（�����）�

�����������える����り���る�

　車のヘッドライトに例えて今までとこれからの視野の
違いを見てみます。今まではもう少し間近の狭い範囲を
見ていましたが、ハイビームにするともっと遠くまで見
えます。これからは患者さんの将来をより多方面から見
て治療をすることが求められていると思います。
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｜ 3｜医療現場における積極的な両立支援対策と今後の課題

　こちらは名古屋第二赤十字病院にいた頃に、乳がんサ
バイバーシップ支援に取り組むための柱を作ろうという
ことで作成しました。まず、整容性をやろう、就労支援
をしっかりやろう、アピアランス支援をきちんとやりま
しょうということです。がんだからと言ってお化粧がで
きなくなるのではなく、しっかりお化粧もして身綺麗に
して外来に来られるくらいのサポートをしようと考えま
した。また、患者さんは、腕ではなく背中が浮腫むこと
で腕の可動域が悪くなりますので、腕だけではなく背中
の浮腫みにももっと注意してリンパケアをやろう。妊孕
性もしっかり考えていこう。遺伝相談もやろう。そして、
チャイルド・サポートもしっかりやっていこうと掲げて
います。
　チャイルド・サポートですが、名古屋には「どあらっこ」
という名のがん哲学外来という活動があります。そこで
は、小児がんの子どもとお母さんが乳がんの子どもが集
まってお話し会をしています。当院ではセミナールーム
を無料開放していますので、その子ども達が遊びに来て、
仲間と一緒にお話し会をします。子ども達ががんの子ど
も達を一生懸命集めて活動しています。
　また、名古屋第二赤十字病院にいた頃は、もうすぐお
亡くなりになるお母さんの子どもに、お母さんとそろそ
ろお別れしなくてはいけないという話をして、あらかじ
め悲嘆の経験をさせて、その後のストレスを少しでも回
避させる取り組みをしていました。話をした子ども達は、
後になって登校拒否をしたり、社会から外れたりするこ
となく過ごせることが多いようです。お父さん達に後か
ら聞くと、ちゃんと学校に行っているということでした
ので、このような取り組みをして良かったと思っていま
す。
　また、アドバンス・ケア・プランニングにも力を入れ
ています。
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　就労支援に関する私の勝手な将来像なのですが、仕事
と治療を両立できるようになり、働いていく人が増えて
くると、恐らく病気を再発してくる方も多くなると思い
ます。そういう方を企業はどのように抱えていくのかを

年代別割合�

厚生労働省　若年乳がん患者のサバイバーシップ支援プログラム
����������.�������.���������������������.�����

�

日本乳癌学会乳癌登録データ（2004〜2009年）109,617症例を対象　�

35歳未満　2.7％�

2.7％� 70.1％�

65歳未満　70.1％�

考えますと、今後のアドバンス・ケア・プランニングは
非常に重要になってくると思っています。

　乳がん患者を年代別に見てみますと、35 歳未満が
2.7% となっています。報道ではこの世代の方ばかりが
取り上げられますが、40 代から 50 代にピークがありま
す。乳がんに関しては、働く世代が 70.1% となってい
ます。若い世代の女性に多いがん種としては、やはり婦
人科のがんと乳がんが代表的だと思います。

　男性と女性で比較しても、ピークの年代には 10 歳の
差があります。女性の割合を底上げしているのは、恐ら
く乳がんだと思います。乳がんや婦人科がんの患者さん
に対して就労支援をしっかり取り組んでいくことで、他
のがん種にも流用されていくだろうと考えますので、私
は乳がんの分野でしっかり取り組んでいきたいと思って
います。
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研究紹介�

1.  名古屋大学腫瘍外科教室並びに関連病院で乳腺診療に従

事する医師を対象とした乳がん経験者への就労支援調査�

2.  愛知県がんセンター愛知病院で治療を受けた乳がん経験

者に対する就労調査�

3.  東海地区の産業医を対象としたがん経験者の就労支援調査�

�

���

2.　研究紹介　3つ
　研究についてご紹介させていただきます。私は、愛知
県がんセンター愛知病院の前は名古屋大学腫瘍外科にい
ましたので、そこの教室の先生にお願いしてアンケート
調査を行いました。2つ目は、愛知県がんセンター愛知
病院で患者さん向けにアンケート調査を行いました。３
つ目は、私は産業医大出身なので東海地区の産業医を対
象にアンケート調査を行いました。これらの 3つの研
究調査に関してお話しさせていただきます。

　どのような調査を行ったかと言いますと、医療従事者
が患者さんを治療している時に、患者さんの職場復帰ま
でどのくらいの期間があれば良いと考えているのかを調
べました。この期間は、大学などでは教えてくれません。
しかし、「先生、私はどのくらいで職場に戻れますか」
と患者さんに聞かれた時に、医師は「大体 1カ月くら
いですね」などと答えたりするわけです。この根拠はど
こから来ているのかを知りたいと思いました。結果的に
は根拠は分からなかったのですが、大体の傾向は掴めま
した。
　対象としたのは、名古屋大学の腫瘍外科教室、あるい
は関連施設で働いている先生 190 名です。35 施設から
集めてきました。2012 年 4 月から 5月にかけて調査し
まして、184 名の先生から回答をいただきました。どの
ようなことを聞いたかと言いますと、「次の化学療法中

対象：名古屋大学腫瘍外科教室並びに関連施設で    �

                乳癌診療に従事する卒後３年以上の臨床経�

                験を有する外科医師190名（35施設)�

期間：  2012年4月～2012年5月�

回答数：184名  （回収率：  96.8％）�

�

乳がん患者の就労に対する医師の意識調査�

K Akahane, et al. Nagoya J. Med. Sci. 76. 315 ~ 322, 2014 

①　次の化学療法中の就労は可能ですか？�
�
�
�
�
�
�
�
②　ホルモン療法中の就労は可能ですか？�
　　　就労可　96.2％�
�
③　放射線治療中の就労は可能ですか？�
　　　通院に対する配慮がれば就労可　94.6％�

就労�可� 就労可能� �か����

アンスラサイクリン�
（AC,  EC,  FEC)�

139  �
（75.5）�

41  �
(22.3)�

4  �
(2.2）�

タキサン�
（DTX,  PTX,  TC)�

61  �
(33.1)�

119  �
(64.7)�

4  �
(2.2)�

The timeframe after which breast cancer survivors are 
permitted to resume work after surgical procedures. 

K Akahane, et al. Nagoya J. Med. Sci. 76. 315 ~ 322, 2014 
おおよその治療期間・休業期間を推測できる�

の就労は可能ですか」と質問しました。アンスラサイク
リンの場合は、4分の 3の先生が「就労不可」と答えて
います。タキサンの場合も聞きましたが、この時はまだ
TC療法を使っていないところもありましたので、TC療
法が十分に把握されていなかったかも知れません。おそ
らくウィークリーのものが頭にあったのではないかと
考えられますが、33%の先生が「就労不可」と回答し、
およそ 65%の先生が「就労可能」と答えています。こ
のように、医師は使うレジメンの内容で就労の可否を判
断する傾向があります。また、ホルモン治療中の就労に
関しては「就労可能」という回答がほとんどを占めてい
ました。放射線治療に関しては「通院に対する配慮があ
れば働けるでしょう」と 90%以上の方が答えています。
このように、医師は治療内容で就労の可否を考える傾向
があります。
　スライドの右側は、乳がんの手術後にどのくらいの期
間で職場復帰が可能かを尋ねた調査です。我々臨床医は
産業医の先生のように重労働か軽作業かという意識がな
いのですが、重労働か軽作業かによってどのような違い
があるかが示されています。“Light	load	worker” は、医
療事務であると考えてください。“Heavy	load	worker”
は、看護師や介護士のように患者さんを持ち上げるよう
な動作を伴う仕事の方だと考えてください。これらの仕
事に関して、手術をした後にどのくらいの期間で職場復
帰が可能かを尋ねました。回答は、Aが乳房の部分切除
と腋窩リンパ節は切除なし、Bが乳房全摘と腋窩リンパ
節は切除なし、Cが乳房切除の有無に関わらず腋窩リン
パ節は切除したという３つのケースで答えていただいて
います。
　グラフの色の濃度の違いで、1週間から 4週間までの
1週間単位の回答を示しています。このグラフから、全
摘であっても部分切除であっても腋窩郭清を伴わなけれ
ば、重労働の人も1カ月あれば就労可能であると考える
先生が多いことが分かりました。やはり腋窩リンパ節を
取るとすぐに就労可能とはならない場合があることが示
されたとともに、7割くらいの先生が「1カ月くらいあ
れば就労可能と考えて良いのではないか」と考えている
ことが多いと分かりました。実際に医師は何かで習った
わけではないのですが、意見がほぼ一致してきているわ
けです。
　では、患者さんはどうなのかということで、実際に軽
作業の仕事をしている患者さんにアンケートを取ってみ
ましたら、復帰までの期間は 2カ月でした。患者さん
の思いと医師の判断は 1カ月ずれています。そのあた
りは話の仕方や、患者さんの就労内容でも違ってくると
思います。少しずれはありますが、皆さんの考え方の中
での大体このくらいという期間が見えてきました。
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｜ 3｜医療現場における積極的な両立支援対策と今後の課題

20% 

5% 

34% 13% 

28% 

診断時雇用状態 

正社員 
派遣・契約社員 
パート・アルバイト 
自営業・農家 
就労なし 

40 
10 

68 

25 

56 

対象：  2010年1月から2012年12月までに愛知県�

　　　がんセンター愛知病院で乳癌手術を受けた65�

　　　歳以下の患者271名（再発例除く）�

期間：  2013年5月～８月�

回答数：  199名（回収率：73.4％）�

患者年齢：  平均51.8（27-65）歳�

�

乳がん経験者の就労に対する意識調査�

退職者　31名（定年退職者2名除く）�

17名は診断後すぐに退職�

（全員パート勤務）�

•  がん告知後すぐに退職してしまうことがある�

•  抗がん剤治療中でも就労継続することがある�

•  抗がん剤治療終了後はしばらく休めば就労できると考えている�

　こちらは患者さん向けのアンケートです。2013 年 5
月から 8月にかけて行いました。愛知県がんセンター
愛知病院で手術を受けた患者さんを対象にしています。
回収率は 73.4%で、患者さんの平均年齢は 51 歳でした。
診断時の雇用状態は、20%の方が正社員で、最も多い
のは 34％のパートアルバイトでした。この病院は岡崎
にあり、少し田舎ですので、自営業や農業の方も多くい
らっしゃいました。就労していない方は 3割いらっしゃ
いました。
　注目していただきたいことが 3つあります。1つは、
退職者のところです。退職した方は定年退職を除いて
31 名いらっしゃいました。退職者がいつ退職したかを
見ますと、17 名は診断後すぐに辞めていました。この
17 名は全員がパート勤務で非正規雇用の方でした。あ
と 2つは、化学療法中の就労についてのアンケートに
関することです。見ていただきたいのは、治療を行いな
がら就労できると考えている方が 29%いるところです。
治療内容に偏りがあるかというと確かにあるかも知れま
せんが、アンスラサイクリン、タキサン±ハーセプチン
など、よく使うレジメンを受けています。結構辛いレジ
メンを受けていても就労を続けている方がいらっしゃい
ました。そして 3つ目は、治療が終わってすぐに就労で
きると答えた方は少ないのですが、治療後にしばらく休
めば就労できるという考えの方がほとんどでした。治療
後に就労できないと考えている方は一人もいません。で
は実際に、治療後どのくらい休めば職場復帰できるかと
いう質問に対しては、中央値が 3カ月でした。1カ月か
ら 24 カ月の範囲で誤差がありました。24 カ月というの
は長いかも知れませんが、このように仕事に関しては多
くの人が抗がん剤治療の後に機会があれば働きたいと考
えていることが分かりました。
　まとめますと、がん告知後すぐに退職してしまう方が
非常に多いことが分かりました。ここは問題だと思いま
す。実際にこれを私に教えてくれたのは看護師でした。
就労支援をしようと考えた時に、「先生、治療後ではな
く、告知後すぐに支援が必要です」と外来の看護師が教
えてくれました。そして、抗がん剤治療中でも就労を継

続することがあり、また、治療後もしばらく休めば就労
できると考えていることがアンケートを通じて分かりま
した。

産業医の就労支援調査�
対象：東海地区の産業保健従事者医師17名�

期間：  2013年4月～2013年5月�

調査法：メーリングリストを用いたアンケート�

　乳がん初期治療者からの就労相談   �

　・　４０代女性                  �

　・　乳癌初期治療として化学療法　�
　　　Ａ薬剤(3ヵ月)→Ｔ薬剤(3ヵ月)  計６ヶ月間予定�

<副作用>                  �

  �
Ａ薬剤  3週ごとに4回 Ｔ薬剤　　　　3週ごとに4回 

 a.　強い倦怠感(投与数日間)  a.  強い倦怠感(投与数日間) 

 b.　嘔気・嘔吐  b.　手足のしびれ・関節や筋肉の痛み 

 c.  骨髄抑制（投与後１～２週間で白血球が減少）  c.  骨髄抑制（投与後１～２週間で白血球が減少） 

 d.  脱毛  d.  脱毛   

投与経過 主治医見解 本人の希望 

1-7日目 投与後１週間程度は強い倦怠感等を自覚し、就労に影響を及ぼす可能性がある。 
抗がん剤の投与を木曜日に実施し、週末まで休んで月
曜日から出勤したい。 

8-14日目 易感染状態となり、感染対策などへの配慮が必要。 抵抗力が下がるので、この間は不特定多数の人と接す
る場所での作業は避けたい。 

15-21日目 
勤務可能。予定通り投与できない場合は、治療期間を延長
することもありうる。治療終了後も残存する副作用への配
慮は必要。 

通常業務は可能だが、治療中の超過勤務は避けたい。 

調査法：メーリングリストを用いたアンケート�

乳がん初期治療者からの就労相談   �

              

　　　Ａ薬剤(3ヵ月)→Ｔ薬剤(3ヵ月)  計６ヶ月間予定�

Ｔ薬剤　　　　3週ごとに4回

及ぼす可能性がある 曜日から出勤したい。

労働者が抗がん剤治療を受けながら就労継続すること

への対応は企業ごとに異なっている。�

　こちらは産業医向けのアンケート調査です。メーリン
グリストを使ったアンケート調査なので企業名が明らか
になってしまうため、正確な情報を教えていただけない
先生もいらっしゃいました。この調査では架空の症例を
作りました。乳がんの初期治療中の 40 代女性から就労
相談を受けたという症例です。アンスラサイクリンを 3
カ月、タキサンを 3カ月の合計 6カ月の化学療法を受
けています。副作用に関してはスライドに記載していま
す。強い倦怠感、吐き気、手足のしびれなどです。また、
スライドにあるように、1週間ごとに必要とする配慮の
内容と、本人の希望を挙げています。そして「このよう
な患者さんがいますが、貴社では対応可能ですか」と質
問しました。
　質問に対して、6%が「就労可」、29%が「一部の部
署なら就労可」と回答しました。「ほとんどの部署で就
労不可」と「就労不可」は、3分の 1くらいでした。「正
確にはわからない」「症例による」という考えを含む「わ
からない」と「その他」が 3分の 1超でした。このように、
企業内でも対応は様々であることが分かりました。労働
者が抗がん剤治療を受けながら就労継続することへの対
応は企業ことに異なっています。当たり前のことだと思
いますが、やはりがんの個別性があるように、企業の対
応にもそれぞれ特色があります。それについても我々は
考えながら進めていかなくてはいけないと思います。
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3.　医療現場での取り組み
　これらの調査を踏まえて、現場ではどのような取り組
みを行ってきたかお話しします。
　1つは、がんの診断後にすぐに仕事を辞めてしまう人
が多いことが分かりましたので、がんの告知の時より「仕
事を早まって辞めないように」と告げて、就労支援を開
始することでした。がんの告知から緩和ケアを開始する
話が出ますが、同様に就労支援も開始しましょうと話し
て取り組みました。
　もう 1つは、治療見込みについてです。私の産業医
としての経験から、企業側が困る診断書について企業の
方に聞いたことがあります。例えば、整形外科に通う
患者さんから診断書が職場に提出され、患者さんには 1
カ月間の休業が必要だと書かれていたので、患者さんは
1カ月間休みます。翌月にまた 1カ月間の休業が必要だ
という診断書が出ます。その翌月にまた 1カ月間の休
業が必要だという診断書が出るという具合に続くと、企
業は「いつになったらこの人は働けるのか」と思います。
このような診断書が一番困るわけです。職場の上司は「1
カ月休むのであれば皆でサポートしよう」と対応します
し、3カ月休むと分かっているのであれば、「皆が疲弊
してしまうので人手を補充しよう」と対応しますが、そ
のような見通しを立てたくても 1カ月ごとに休みを延
ばされると全く立たないからです。我々はその人の病名
や治療内容に重点を置きがちですが、実際の職場では、
病名も確かに大事ですが、「いつまで休むのか」「いつか
ら出てこられるのか」という点が一番知りたいことなの
です。そこで、治療期間など時間軸を重視した治療見込
みを説明するようにしました。なぜ説明するかというと、
最初に本人に説明して、会社には本人から説明してもら
うという流れを考えましたので、このような取り組みを
行いました。
　３つ目は、がん相談センターの体制整備です。そして、
そのような支援が受けられることを周知すること、また、
院内だけでは限界がありますので、社労士さんも含めて
院外からの資源も活用していくことに取り組みました。

臨床現場での取組み�

1.  がん告知時より「仕事を早まって辞めないように」告げ、

就労支援を開始する。�

2.  治療計画書を提示し、治療期間など時間軸を重視した治療

見込みを説明する。�

3.  がん相談支援体制の整備・周知と院外資源の活用�

　こちらは患者さんが乳がんと診断されてから治療を受
けるまでの流れです。大学病院では患者さんが診断され
てから来ると思うので、この流れの最初の部分は該当し
ないかも知れません。実際の医療現場では、まず胸のし
こりなどの自覚症状がある患者さんがいらっしゃって、
視触診や組織診を行います。腫瘤があれば針を刺して病
理検査を行います。そして、「病理検査の結果、乳がん
でした。今後の治療法を検討する上で、画像による全身
検索を行いましょう。次回、今後の治療について詳しく
お話ししますね」と患者さんに伝えて、次回までに CT
やMRI、骨シンチ、PET などの画像検査を行います。そ
して、「このような結果でしたので、これからこのよう
な治療を行います」と説明するのですが、以前はこの時
点で「今後、治療を進める上で、お仕事のことなど、何
か気がかりはありますか」と質問していました。この時
に患者さんから「もう仕事を辞めてきてしまいました」
「治療に専念しますので、先生、病気をなんとか治して
ください」と言われることがよくありました。

自覚症状・検診異常�

視触診・ＭＭＧ・ＵＳ�

�

細胞診・組織診　�

　　�

�

画像検査（ＣＴ・ＭＲＩ・骨シンチ
・ＰＥＴ）�

�

病状説明と治療法の相談�

病理検査の結果、乳癌でした。�

今後の治療法を検討するうえで、画像による全

身検索を行います。次回、今後の治療について

詳しくお話ししましょう…�

○○さんの乳癌に対する治療については…�

××療法が必要です。�

今後の治療を進めるうえでお仕事のこととか

何か気がかりはありますか？�もう、仕事は辞めました…�

この間に退職する患者も多い�

乳がんと診断し治療するまで�

　実際に調べてみると、がんと告知後から次回病状説明
の間に退職する人が多いことが分かりました。愛知が
んセンター愛知病院では、乳がん治療中、治療後に 199
名中 31 名が退職されていて、そのうち告知された直後
に退職された方は 17 名いらっしゃいました。

自覚症状・検診異常�

視触診・ＭＭＧ・ＵＳ�

�

細胞診・組織診　�

　　�

�

画像検査（ＣＴ・ＭＲＩ・骨シンチ
・ＰＥＴ）�

�

病状説明と治療法の相談�

病理検査の結果、乳癌でした。�

今後の治療法を検討するうえで、画像による全

身検索を行います。その結果を見て今後の治療

について詳しくお話ししましょう…�

○○さんの乳癌に対する治療については…�

××療法が必要です。�

今後の治療を進めるうえでお仕事のこととか

何か気がかりはありますか？�もう、仕事は辞めました…�

退職：  31/199名  (定年退職2名除く）�

告知された直後に退職:  17名�

乳がんと診断し治療するまで�
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自覚症状・検診異常�

視触診・ＭＭＧ・ＵＳ�

�

細胞診・組織診　�

　　�

�

画像検査（ＣＴ・ＭＲＩ・骨シンチ
・ＰＥＴ）�

�

病状説明と治療法の相談�

○○さんの乳癌に対する治療については…�

××療法が必要です。�

今後の治療を進めるうえでお仕事のこととか

何か気がかりはありますか？�仕事のことも相談できる�

病理検査の結果、乳癌でした。�

今後の治療法を検討するうえで、画像による全

身検索を行います。次回、今後の治療について

詳しくお話ししましょう…�

仕事は、すぐに辞める必要はありません。�

就労できるかどうかも含めて一緒に考えてい

きましょう。�

乳がんと診断し治療するまで�

　そこでどのようなことをしたかと言いますと、がん告
知のタイミングで患者さんに「仕事は、すぐに辞める必
要はありません。就労できるかどうかも含めて一緒に考
えていきましょう。」と伝えていただけるように、乳腺
科の先生全員にお願いして、実際にこのフレーズを入れ
てもらうようにしました。このフレーズを伝えてから患
者さんに必要な検査を行いました。そして、病状の説明
後に、「今後の治療を進める上で、お仕事のことなど、
何か気がかりなことはありますか」と言うようにしまし
た。仕事のことも相談できるのだと患者さんに思っても
らえる環境づくりから始めました。そしてこのフレーズ
を絶対に入れましょうと話して環境づくりを進めまし
た。

　こちらはがん告知場面における患者の語りについて、
名古屋第二赤十字病人の師長が作ったスライドです。「が
んだったら、今までのように仕事ができない」など、仕
事のことを考える患者さんは多いです。優先順位は高く
ない方もいらっしゃるかもしれませんが、やはり仕事に
関する配慮は必要だと考えております。

 
 
 
 
 
 
 
 

取組み①  早まって辞めないで！　�

※出典：国立研究開発法人国立がん研究センターがん情報サービス
「����  がんになっ�ら�にとる���  ����」�
※出典：国立研究開発法人国立がん研究センターがん情報サービス

l  診断時に「早まってやめなくてよい」と告げる�

l  がん告知と同時に就労支援を含む意思決定支援、緩和ケアを開始�

���

診断時�

���

ケア（診断時からの就労支援を含む）�
意思決定支援�

　こちらはよく見るスライドかもしれませんが、なぜ
辞めてしまったのか、あとで考えると辞めなくても良
かったのに辞めてしまったという場合の心理を表した図
です。告知をされた時の心理としてよく言われるのが、
「シャットダウンしてしまったような感じ」、「フリーズ
してしまったような感じ」ということです。コンピュー
ターの電源が突然切れてしまったような感覚や、目の前
が真っ暗になるような感覚を訴えたり、どのように家に
帰ったか覚えていないと言われたりする方もいらっしゃ
います。患者さんはしばらくボーッとしています。気持
ちが上がってくるまでに時間がかかりますし、上がって
来られない人もいます。やはり通常の反応ができない期
間をしっかりサポートしていかなければならないと思い
ます。
　私は、この間に「眠れますか」と必ず聞くようにして
います。眠れないと段々と気持ちが落ちていってしまう
方もいますので、眠れているかどうかを聞きます。また、
夜 10 時以降のインターネット利用を禁止します。その
時間帯にインターネットで色々な情報に触れて、放置療
法や民間治療など無益な方法を考えてしまわないように
して欲しいと思っています。そして、標準治療の本や睡
眠剤を渡しています。それから早まって仕事を辞めなく
て良いと告げます。
　患者さんに対しては、就労支援だけでなくて、支援し
なくてはいけないことがたくさんあります。若い人であ
れば妊孕性のことも聞かなくてはいけません。この短時
間にそのようなことまで考えなくてはいけないのかと思
うようなことまで、どうしても考えてもらわないと先に
進まないことがあります。乳房を再建するのかどうか、
人工物（インプラント）を使うのか、自家組織を使うの
か、そのようなことまで聞いていきます。そうなると患
者さんは頭の中がいっぱいになってきてしまいますの
で、意思決定支援をしっかりやることが大事だと思いま
す。診断時から就労支援を含む意思決定支援を行うこと
は、患者さんが大学病院など、次の治療機関に移行した
時では遅い場合もあると私は思っています。だからクリ
ニックからきちんと意思決定支援をしたいと考えていま
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す。意思決定支援をして次の病院に引き継げば、次の病
院の先生が夜遅くまで対応しなくても済むようになりま
す。そこはクリニックでも役割の一部を担うべきだと考
えます。

取組み①  早まって辞めないで！　�

　「早まって辞めないで」という取り組みをどのように
具体化したのかを紹介します。先ほど江口先生からカー
ドの説明がありましたが、これが愛知県で独自に作った
就労支援カードです。それをがんの拠点病院に配りまし
た。そしてどのくらい使用したかを後で報告することに
なっていたらしいのですが、それによるとほとんど活用
されていませんでした。名古屋第二赤十字病院では、こ
の就労支援カードを使用しました。カードの空白のとこ
ろに相談支援センターの連絡先を書いてお渡しするよう
にしました。がんと告知した時に「仕事は辞めなくてい
いから、このカードを持って帰って何かあればここに相
談してください」と渡してもらうようにしました。そし
て、渡したかどうかを入力して、後から集計も取れると
いう就労支援チェックシートを、当院の相談支援セン
ターのスタッフが作ってくれました。電子カルテに加え
たのは、がんと告知する時にがん緩和ケアと就労支援を
行っているかどうかのチェックシートです。「がんにつ
いて初めて告知した」「がんについて初めて治療説明を
した」「痛みスケールを使用して痛みについて評価した」
「仕事をしているか確認した」「仕事をすぐに辞める必要
はないことを告げた」「カードを渡したかどうか」とい
う項目をカルテに載せることで記録が残ります。この取
り組みがきちんと行われているかどうかの記録を残して
いけるようにしました。どのくらい<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>